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岡
松
参
太
郎
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学

田　

口　

正　

樹

研
究
ノ
ー
ト

は
じ
め
に

　

法
学
者
、
岡
松
参
太
郎
は
、
一
八
七
一
年
に
生
ま
れ
、
帝
国
大
学
法
科

大
学
で
法
学
を
学
び
（
一
八
九
一－

一
八
九
四
年　

英
法
科
）、
三
年
間

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
（
一
八
九
六－

一
八
九
九
年
）
の
後
、
一
八
九
九
年

に
新
設
の
京
都
帝
国
大
学
法
科
大
学
の
教
授
と
な
り
、
主
に
民
法
の
教
育

研
究
に
あ
た
っ
た
。
彼
は
、留
学
前
の『
注
釈
民
法
理
由　

上
・
中
・
下
』

（
刊
行
は
一
八
九
七
年
）、
晩
年
の
『
法
律
行
為
論
』（
一
九
一
四
年
）
お

よ
び
『
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
論
』（
一
九
一
六
年
）
な
ど
で
、
日
本
の

民
法
学
史
上
、
重
要
な
仕
事
を
遺
し
た
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
台
湾
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お
よ
び
満
州
と
の
関
係
で
も
注
目
す
べ
き
活
動
を
展
開
し
た
。
台
湾
関
係

で
は
、
台
湾
民
政
長
官
後
藤
新
平
を
会
長
と
す
る
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会

の
第
一
部
長
と
し
て
台
湾
旧
慣
調
査
を
主
導
し
（
一
九
〇
一
年
、
京
都
帝

大
教
授
の
ま
ま
、
あ
わ
せ
て
第
一
部
長
に
就
任
）、
そ
の
成
果
は
、『
台
湾

私
法
』（
全
一
三
冊
）（
一
九
一
〇－

一
九
一
一
年
）に
結
実
し
た
。
ま
た
、

こ
の
調
査
会
は
、台
湾
原
住
民
の
調
査
も
行
い
（『
蕃
族
調
査
報
告
書
』（
全

八
冊
）
一
九
一
三－

二
一
年
・『
番
族
慣
習
調
査
報
告
書
』（
全
九
冊
）
一

九
一
五－

二
二
年
）、
岡
松
自
身
、
後
に
台
湾
原
住
民
の
慣
習
研
究
を
『
台

湾
番
族
慣
習
研
究
』（
全
八
巻
）（
一
九
二
一
年
）
と
し
て
公
刊
し
た
。
更

に
、
や
は
り
後
藤
と
の
関
係
か
ら
、
岡
松
は
一
九
〇
七
年
に
南
満
州
鉄
道

株
式
会
社
（
満
鉄
）
理
事
を
も
兼
任
、
満
鉄
調
査
部
長
と
し
て
調
査
部
の

基
盤
整
備
な
ど
に
つ
と
め
た
。
こ
の
よ
う
に
、
岡
松
参
太
郎
は
、
一
九
二

一
年
に
死
去
す
る
ま
で
、
日
本
、
台
湾
、
満
州
に
ま
た
が
っ
て
東
ア
ジ
ア

の
近
代
史
に
足
跡
を
印
し
た
法
学
者
で
あ
っ（

１
）た

。

　

こ
う
し
た
岡
松
の
広
範
な
活
動
の
学
問
的
な
基
礎
を
考
え
る
と
き
、
彼

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
、
特
に
ド
イ
ツ
留
学
に
お
い
て
修
得
し
た
知
見
は
、

重
要
な
意
味
を
持
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
既
に
従
来
の
民
法
学
史
研
究
に
お

い
て
、
岡
松
は
、
ド
イ
ツ
法
学
受
容
の
初
期
の
好
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
岡
松
の
民
法
学
説
に
お
い
て
は
、
留
学
前
と
留
学
後
で
大
き

な
違
い
が
見
ら
れ
、
留
学
後
に
は
、
債
務
不
履
行
や
損
害
賠
償
な
ど
の
分

野
で
、
日
本
民
法
を
ド
イ
ツ
の
学
説
の
図
式
に
よ
り
つ
つ
解
釈
す
る
と
い

う
傾
向
が
顕
著
に
な
る
と
さ
れ（

２
）る

。
一
方
、
台
湾
に
お
け
る
旧
慣
調
査
と

の
関
係
で
は
、
ド
イ
ツ
のEthnologische Jurisprudenz

を
代
表
す
る

ポ
ス
ト
お
よ
び
コ
ー
ラ
ー
と
岡
松
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
お（

３
）り

、
ま
た

彼
ら
の『
台
湾
私
法
』に
対
す
る
影
響
は
大
き
く
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、

蕃
族
旧
慣
調
査
に
対
す
る
影
響
は
顕
著
な
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
評
価
も

な
さ
れ
て
い
る（

４
）が

、
岡
松
が
こ
れ
ら
の
ド
イ
ツ
の
法
学
者
か
ら
方
法
と
し

て
何
を
学
び
、
何
を
独
自
に
工
夫
し
た
か
は
、
な
お
研
究
す
る
余
地
が
あ

る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い（

５
）る

。『
台
湾
私
法
』
の
成
立
に
関
す
る
最
近
の
モ

ノ
グ
ラ
フ
で
も
、
ド
イ
ツ
の
法
学
者
シ
ュ
テ
ン
ゲ
ル
の
植
民
地
法
論
や
ド

イ
ツ
の
膠
州
湾
統
治
に
岡
松
参
太
郎
が
注
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
る
と
と
も
に
、
岡
松
お
よ
び
『
台
湾
私
法
』
と
ゲ
ル
マ
ン
法
と
の
関

連
の
究
明
が
、
更
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
さ
れ
て
い（

６
）る

。
岡
松
の
台

湾
・
満
州
関
係
の
活
動
を
評
価
す
る
際
に
、
ド
イ
ツ
法
学
受
容
が
ど
の
よ

う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
今
後
な
お
必
要
な
作
業
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
岡
松
は
、そ
も
そ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
何
を
し
、

何
を
学
ん
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

岡
松
参
太
郎
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
で
知
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
岡
松
は
上
述
の
よ
う
に
、

一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
か
ら
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
ま
で
ヨ
ー
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ロ
ッ
パ
へ
留
学
し
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在
し
た
後
、

一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
八
月
に
帰
国
し
た
。
留
学
中
の
岡
松
に
つ
い

て
は
、ベ
ル
リ
ン
大
学
で
コ
ー
ラ
ー
に
師
事
し
た
と
言
わ
れ
て
い（

７
）る

。ヨ
ー

ゼ
フ
・
コ
ー
ラ
ーJoseph K

ohler

（
一
八
四
九－

一
九
一
九
年
）
は
、

当
時
の
ド
イ
ツ
で
も
最
も
活
動
的
な
法
学
者
の
一
人
で
あ
り
、
法
哲
学
、

法
制
史
、
比
較
法
、
お
よ
び
特
許
法
な
ど
の
実
定
法
諸
分
野
に
膨
大
な
著

作
を
残
し
て
い
る
が
、
彼
と
岡
松
と
の
師
弟
関
係
に
つ
い
て
は
、
岡
松
自

身
が
、『
台
湾
番
族
慣
習
研
究
』
第
一
巻
序
文
で
、「
旧
師
コ
ー
ラ
ー
」
と

書
い
て
い
る
の
が
根
拠
に
な
っ
て
い（

８
）る

。

　

と
こ
ろ
で
、
岡
松
参
太
郎
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
史
料
状
況
に
大
き
な

変
化
が
あ
っ
た
。
一
九
九
九
年
に
岡
松
の
子
孫
が
、
伝
え
ら
れ
て
い
た
岡

松
の
蔵
書
・
遺
品
・
遺
稿
な
ど
を
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
寄
贈
し
、
そ
れ

が
早
稲
田
大
学
の
浅
古
弘
教
授
ら
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
、「
岡
松
参
太

郎
文
書
」
と
し
て
公
開
さ
れ
た
の
で
あ（

９
）る

。
こ
の
新
史
料
に
関
し
て
は
、

既
に
共
同
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る

（
（1
（

他
、
そ
れ
を
利
用
し
た
個
別
研
究
も
公

表
さ
れ
つ
つ
あ

（
（1
（

る
。「
岡
松
参
太
郎
文
書
」
は
、
岡
松
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留

学
に
つ
い
て
も
情
報
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
上
記
共
同
研
究
で
は
、

ヨ
ー
ゼ
フ
・
コ
ー
ラ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
岡
松
が
コ
ー
ラ
ー
の
講
義

を
聴
い
た
形
跡
が
な
く
、
コ
ー
ラ
ー
と
の
接
点
は
不
明
と
さ
れ
て
い

（
（1
（

る
。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
承
け
て
、
本
稿
は
、「
岡
松
参
太
郎
文
書
」

を
主
な
史
料
と
し
て
、
岡
松
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
中
の
行
動
を
明
ら
か
に

し
、
岡
松
の
そ
の
後
の
多
彩
な
活
動
、
と
り
わ
け
台
湾
に
お
け
る
旧
慣
調

査
事
業
へ
の
関
与
を
評
価
す
る
た
め
の
基
礎
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
加
え
て
、「
岡
松
参
太
郎
文
書
」
か
ら
細
か
な
情
報
が
得
ら
れ
る
岡

松
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
は
、
明
治
・
大
正
期
の
日
本
人
法
学
者
の
留
学
事

例
と
し
て
も
興
味
深
い
ケ
ー
ス
で
あ

（
（1
（

り
、
そ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
も
少
し

く
詳
細
に
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

一
．
ベ
ル
リ
ン
滞
在

　

さ
て
、
岡
松
参
太
郎
は
、
ま
ず
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
を
目
指
し
て

留
学
の
途
に
就
い
た
。
後
年
や
は
り
京
都
帝
国
大
学
法
学
部
の
ス
タ
ッ
フ

と
な
る
高
根
義
人
、
井
上
密
、
織
田
萬
と
と
も
に
、
船
便
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

へ
向
か
っ
た
。
一
行
は
一
八
九
六
年
七
月
、
マ
ル
セ
イ
ユ
に
上
陸
し

（
（1
（

た
。

岡
松
は
そ
の
後
、
八
月
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
し
て
い
た
よ
う
で
、
一

八
九
六
年
八
月
と
い
う
記
載
の
あ
る
ド
イ
ツ
語
学
習
ノ
ー
ト
と
一
八
九
六

年
八
月
三
一
日
と
い
う
日
付
の
ド
イ
ツ
語
学
習
ノ
ー
ト
が
残
っ
て
い

（
（1
（

る
。

大
学
の
学
期
が
始
ま
る
前
に
、
ま
ず
は
語
学
学
習
に
い
そ
し
ん
だ
の
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
ら
の
ノ
ー
ト
で
は
、英
語
と
ド
イ
ツ
語
が
併
記
さ
れ
て
お
り
、

英
法
科
出
身
の
岡
松
が
、
英
語
か
ら
入
っ
て
ド
イ
ツ
語
の
練
習
を
し
て
い
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る
様
子
が
う
か
が
わ
れ

（
（1
（

る
。

　

岡
松
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
の
勉
学
は
、
一
八
九
六
／
九
七
年
の
冬
学
期

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。一
八
九
六
年
一
〇
月
二
一
日
、岡
松
は
、高
根
義
人
、

井
上
密
、
松
山
陽
太
郎
と
と
も
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
学
籍
登
録
し

（
（1
（

た
。
岡

松
ら
三
人
は
法
学
部
、
松
山
は
医
学
部
へ
の
登
録
で
あ
っ
た
。
登
録
簿
に

あ
る
父
の
職
業
の
欄
に
つ
い
て
、
岡
松
は
「
教
授Professor

」
と
申
告

し
て
い

（
（1
（

る
。
こ
の
と
き
登
録
し
た
四
人
の
う
ち
岡
松
と
松
山
は
、
退
学
証

明
書
を
取
得
し
て
い
る
が
、
一
方
高
根
と
井
上
は
退
学
証
明
書
を
取
得
す

る
こ
と
な
く
大
学
を
去
っ
て
い

（
（1
（

る
。

　

岡
松
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
け
る
最
初
の
学
期
に
つ
い
て
は
、
勉
学
の

状
況
を
文
部
省
に
報
告
し
た
申
報
書
の
写
し
が
残
っ
て
い

（
（2
（

る
。
日
付
は

一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
一
月
一
日
で
、
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）

年
八
月
か
ら
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
一
月
ま
で
の
状
況
が
報
告
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
岡
松
は
明
治
二
九
年
一
〇
月
二
一
日
に
ベ

ル
リ
ン
大
学
に
入
学
し
、
そ
の
後
、
今
日
ま
で
、
①
教
授
デ
ル
ン
ブ
ル
ク

（D
ernburg

）
氏
に
就
き
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
（Pandekten

）
を
、
②
同

氏
お
よ
び
教
授
エ
ッ
ク（Eck

）氏
に
就
き
、ド
イ
ツ
民
法
典（Bügerliches 

Gesetzbuch für das D
eutsche Reich

）
を
、
③
エ
ッ
ク
氏
、
教
授
エ

ル
ト
マ
ン
（O

ertm
ann

）、
同
ゼ
ッ
ケ
ル
（Seckel

）、
同
ペ
ス
ニ
ー
ス

（Pernice

）
氏
に
就
き
、
ロ
ー
マ
法
（Röm

isches Recht

）
を
、
④
教

授
ク
ロ
ー
メ
（Crom

e

）
氏
に
就
き
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
（Code civil 

français

）
を
、
⑤
教
授
カ
ウ
フ
マ
ン
（K

aufm
ann

）
氏
に
就
き
、
国

際
私
法
（Internationales Privatrecht

）
を
研
修
し
た
、
と
あ
る
。

一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
一
〇
月
二
一
日
に
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
入
学

金（
一
八
マ
ル
ク
）お
よ
び
授
業
料（
一
三
〇
マ
ル
ク
五
〇
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
）

を
支
払
っ
た
こ
と
も
、
あ
わ
せ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
報
告
は
、
岡
松
自
身
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
の
聴
講
状

況
を
記
録
し
た
聴
講
記
録
帳A

nm
eldebuch

と
食
い
違
っ
て
い

（
（2
（

る
。
聴

講
記
録
帳
に
よ
れ
ば
、
岡
松
は
、
①
カ
ウ
フ
マ
ンK

aufm
ann

の
国
際

私
法Internationales Privatrecht

、
②
エ
ル
ト
マ
ンO

ertm
ann

の

ガ
イ
ウ
ス
法
学
入
門Gaius Institutionen

、
③
ク
ロ
ー
メCrom

e

の

フ
ラ
ン
ス
民
法
概
論Grundzüge des französischen Civilrechts

、

④
ヒ
ュ
ー
ブ
ラ
ーH

übler

の
婚
姻
法Eherecht

、
⑤
ゼ
ッ
ケ
ルSeckel

の
ロ
ー
マ
家
族
法Röm

isches Fam
ilienrecht

、
⑥
エ
ッ
クEck

の
民

法
典Bürgerliches Gesetzbuch

に
つ
い
て
聴
講
料
を
払
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
実
際
に
聴
講
申
請anm

elden

し
て
、
担
当
教
官
か
ら
サ
イ
ン

を
も
ら
っ
て
い
る
の
は
、
①
③
④
⑥
の
み
で
あ
り
、
そ
の
日
付
は
①
が
一

一
月
九
日
、
⑥
が
一
一
月
一
一
日
、
④
が
一
一
月
二
六
日
、
③
は
一
一
月

三
〇
日
で
あ
る
。
③
と
④
は
か
な
り
遅
く
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
当
時

の
ベ
ル
リ
ン
大
学
法
学
部
の
規
則
で
は
学
期
開
始
か
ら
六
週
間
以
内
に
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聴
講
申
請
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
学
生
登
録
が
一
〇
月
二
一
日

で
あ
っ
た
か
ら
、
③
と
④
は
ぎ
り
ぎ
り
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
聴
講
申
請
し
た
四
つ
の
講
義
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
聴
講
終
了
申

請abm
elden

が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
規
則
で
は
学
期
終
了
直
前
一
四
日

間
の
う
ち
に
聴
講
終
了
申
請
を
し
て
、
や
は
り
担
当
教
官
の
サ
イ
ン
を
も

ら
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
学
期
を
通
じ
て
聴
講
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
仕
組

み
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
手
続
を
経
な
い
と
、
退
学
証
明
書
に
は
、
講
義

聴
講
の
記
録
が
記
載
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
岡
松
は
、
後
続
の

学
期
に
聴
講
し
た
分
も
含
め
て
、
こ
の
聴
講
終
了
申
請
の
手
続
を
踏
ん
で

お
ら
ず
、
そ
の
た
め
実
際
に
、
岡
松
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
か
ら
の
退
学
証
明

書
に
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
滞
在
学
期
の
み
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

岡
松
も
こ
う
し
た
規
則
の
存
在
は
知
っ
て
い
た
は
ず
な
の
で
、
あ
る
講
義

を
聴
い
た
と
い
う
公
式
の
証
明
を
得
る
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
重
要
で
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
に
は
無
頓
着
な
態
度
を
示
し
て

い
る
の
で
あ

（
（2
（

る
。

　

申
報
書
に
あ
る
文
部
省
へ
の
報
告
と
聴
講
記
録
帳
の
記
載
と
の
間
の
大

き
な
違
い
は
、
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
の
名
前
の
有
無
で
あ
る
。
な
ぜ
報
告
書
の

方
に
は
真
っ
先
に
彼
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ル
リ
ン

大
学
法
学
部
の
講
義
要
項
に
よ
れ
ば
、
こ
の
学
期
、
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
は
確

か
に
パ
ン
デ
ク
テ
ン
講
義
な
ど
を
開
講
し
て
い

（
（2
（

る
。
聴
講
事
実
の
制
度
的

証
明
に
無
頓
着
で
あ
っ
た
岡
松
は
、
聴
講
申
請
等
の
手
続
を
と
ら
ず
に
デ

ル
ン
ブ
ル
ク
の
講
義
を
聴
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
ま
と
ま
っ

た
聴
講
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
当
時
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
民
法
教
授
の

中
心
人
物
で
あ
り
、
日
本
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
の
名

前
を
出
し
た
の
で
あ
ろ
う

（
（2
（

か
。

　

従
来
の
研
究
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
コ
ー

ラ
（
（2
（

ー
の
名
前
が
、
申
報
書
に
も
聴
講
記
録
帳
に
も
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い

こ
と
で
あ
る
。
コ
ー
ラ
ー
も
、こ
の
学
期
、法
哲
学
・
比
較
法
を
は
じ
め
、

数
多
く
の
講
義
を
開
講
し
て
い

（
（2
（

る
。
岡
松
は
、
や
は
り
聴
講
申
請
せ
ず
に

コ
ー
ラ
ー
の
講
義
に
出
席
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
岡
松
に
と
っ
て
、
コ
ー

ラ
ー
の
講
義
を
聴
く
チ
ャ
ン
ス
は
、
続
く
一
八
九
七
年
夏
学
期
お
よ
び
一

八
九
七
／
九
八
年
冬
学
期
に
も
存
し
た
の
で
あ
り
、
後
述
の
史
料
か
ら
考

え
て
、
岡
松
と
コ
ー
ラ
ー
が
個
人
的
に
知
り
合
い
、
関
係
を
持
っ
た
の
は

確
実
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
や
は
り
正
式
の
聴
講
手
続
を
と
ら
ず
に
講

義
を
聴
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
岡
松
の
留
学
の
全
期
間
を
通

じ
て
、
コ
ー
ラ
ー
の
講
義
の
ノ
ー
ト
類
は
ま
っ
た
く
残
っ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
ベ
ル
リ
ン
留
学
第
一
学
期
に
つ
い
て
は
、「
岡

松
参
太
郎
文
書
」
の
中
に
聴
講
ノ
ー
ト
が
一
切
残
っ
て
い
な
い
。
上
述
の

よ
う
に
、
英
語
か
ら
ド
イ
ツ
語
学
習
に
入
っ
て
い
っ
た
岡
松
に
と
っ
て
、

講
義
を
聴
い
て
ノ
ー
ト
を
作
成
す
る
に
は
ド
イ
ツ
語
の
聴
き
取
り
能
力
が
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ま
だ
十
分
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
コ
ー
ラ
ー

と
の
個
人
的
な
接
触
も
、
次
の
一
八
九
七
年
夏
学
期
以
降
の
こ
と
で
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
、ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
け
る
第
二
学
期（
一
八
九
七
年
夏
学
期
）

の
聴
講
状
況
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
申
報
書
が
伝
わ
っ
て
お
ら

ず
、
聴
講
記
録
帳
の
み
が
情
報
源
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
①Eck

の
パ

ン
デ
ク
テ
ンPandekten

、
②H

ecker

の
初
心
者
向
け
イ
タ
リ
ア
語
文

法Italienische Gram
m

atik für A
nfänger

の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。

聴
講
申
請
の
日
付
は
①
が
五
月
一
八
日
、
②
が
五
月
二
一
日
で
あ
る
が
、

こ
の
学
期
も
や
は
り
聴
講
終
了
申
請
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に

聴
講
講
義
数
は
ご
く
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
講
義
に
つ
い
て

は
、
い
ず
れ
も
講
義
ノ
ー
ト
が
残
っ
て
い
る
。
特
に
、
エ
ッ
ク
の
パ
ン
デ

ク
テ
ン
概
論
の
講
義
ノ
ー

（
（2
（

ト
は
、
ほ
と
ん
ど
ド
イ
ツ
語
の
み
で
書
か
れ
、

分
量
も
多
く
、「
岡
松
参
太
郎
文
書
」
に
伝
わ
る
留
学
中
の
講
義
ノ
ー
ト

の
中
で
も
、
最
も
詳
細
な
も
の
で
あ
る
。
岡
松
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
こ

の
エ
ル
ン
ス
ト
・
エ
ッ
クErnst Eck

（
一
八
三
八－

一
九
〇
一
年
）
の

講
義
を
次
の
学
期
に
も
聴
講
し
て
い
る
。
岡
松
の
ド
イ
ツ
法
学
習
得
の
経

路
と
し
て
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
残
さ
れ
た
ノ
ー
ト
類
か
ら
推

測
す
る
と
、
こ
の
ベ
ル
リ
ン
滞
在
第
二
学
期
か
ら
、
岡
松
の
聴
講
が
軌
道

に
乗
り
始
め
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
他
、こ
の
一
八
九
七
年
夏
学
期
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
時
期
か
ら
は
、

各
種
の
語
学
練
習
ノ
ー
ト
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
語
の
練
習
ノ
ー

ト
（
一
八
九
七
年
三
月
二
日
か
ら
七
月
五
日
ま

（
（2
（

で
）、
文
法
の
初
歩
か
ら

始
め
た
ラ
テ
ン
語
の
練
習
ノ
ー
ト
（
一
八
九
七
年
四
月
二
四
日
か
ら
八
月

二
一
日
ま

（
（2
（

で
）、
各
所
にBravissim

o

な
ど
評
価
の
書
き
込
み
が
あ
る
イ

タ
リ
ア
語
の
ノ
ー
ト
（
一
八
九
七
年
七
月
一
〇
日
か
ら
一
八
九
八
年
二
月

二
六
日
ま

（
（3
（

で
）、
フ
ラ
ン
ス
語
の
ノ
ー
ト
（
一
八
九
七
年
九
月
二
日
か
ら

一
八
九
八
年
二
月
一
〇
日
ま

（
（3
（

で
）、
英
語
か
ら
ド
イ
ツ
語
へ
の
翻
訳
練
習

ノ
ー
ト
（
一
八
九
七
年
一
一
月
二
二
日
か
ら
一
八
九
八
年
三
月
一
七
日
ま

で
）
お
よ
び
週
一
回
の
ペ
ー
ス
で
書
き
込
ま
れ
た
ラ
テ
ン
語
練
習
ノ
ー
ト

（
一
八
九
八
年
二
月
一
一
日
か
ら
三
月
一
八
日
ま
で
）
な
ど
で
あ

（
（3
（

る
。
昭

和
初
期
に
至
る
ま
で
、
日
本
人
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
に
お
い
て
外
国
語
の

修
得
は
大
き
な
ウ
ェ
ー
ト
を
占
め
て
い
た
が
、
岡
松
も
、
語
学
学
習
に
精

励
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
岡
松
参
太
郎
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
を
特
徴
付
け
る
の
は
、
彼
が

早
い
時
期
か
ら
滞
在
地
以
外
へ
の
巡
歴
を
盛
ん
に
希
望
し
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。

　

巡
歴
に
関
係
す
る
最
も
古
い
文
書
は
、
巡
歴
不
許
可
を
伝
え
る
蜂
須
賀

文
部
大
臣
名
の
通
知

（
（3
（

で
、一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
三
月
一
二
日
付
で
、

フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
へ
の
六
〇
日
間
の
巡
歴
の
願
い
を
不
許
可
と
し
て
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い
る
。
こ
れ
に
先
だ
っ
て
岡
松
が
出
し
た
巡
歴
願
い
自
体
の
案
文
は
残
っ

て
い
な
い
が
、
本
通
知
に
よ
れ
ば
、
巡
歴
願
い
は
一
月
一
五
日
付
で
国
際

私
法
の
取
り
調
べ
に
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ル
リ
ン

で
の
最
初
の
学
期
が
終
わ
っ
て
学
期
休
み
に
入
る
の
に
合
わ
せ
て
、
巡
歴

を
計
画
・
出
願
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
岡
松
は
、
既
に
ベ

ル
リ
ン
留
学
を
始
め
て
半
年
ほ
ど
で
巡
歴
を
希
望
し
、
後
述
の
よ
う
に
以

後
も
頻
繁
に
巡
歴
を
願
い
出
て
い
る
。
岡
松
の
好
奇
心
旺
盛
で
活
動
的
な

性
格
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

最
初
の
願
い
が
こ
の
よ
う
に
却
下
さ
れ
た
後
、
岡
松
は
再
度
の
巡
歴
研

究
願
い
を
提
出
し

（
（3
（

た
。
伝
わ
っ
て
い
る
文
書
自
体
は
下
書
き
の
よ
う
で
、

日
付
は
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
五
月
五
日
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
先
般
、
国
際
私
法
の
う
ち
、
外
国
人
の
権
利
お
よ
び
そ
れ
に
関

す
る
裁
判
の
実
際
を
取
り
調
べ
る
た
め
に
巡
歴
願
い
を
出
し
た
が
、
許
可

さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
件
は
、
自
分
の
研
究
事
項
の
う
ち
で
も
最

も
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
こ
の
件
に
関
し
て
は
条
約
そ
の
他
の
文
書

と
実
際
と
は
大
い
に
違
っ
て
い
る
の
で
、
実
際
の
慣
例
裁
判
等
を
取
り
調

べ
る
必
要
が
あ
る
。そ
こ
で
改
め
て
、八
月
上
旬
以
降
の
夏
期
休
暇
の
一
ヶ

月
間
、「
左
ノ
二
地
」
で
の
巡
歴
研
究
と
そ
の
た
め
の
学
資
増
額
を
認
め

て
も
ら
い
た
い
、
と
述
べ
て
い
る
。「
左
ノ
二
地
」
が
ど
こ
か
は
、
明
記

さ
れ
て
い
な
い
が
、
正
式
の
願
い
出
は
、
ベ
ル
ギ
ー
、
イ
ギ
リ
ス
へ
、
と

い
う
形
で
行
わ
れ
た
。

　

こ
の
間
、岡
松
の
留
学
期
間
の
延
長
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
八
九
七（
明

治
三
〇
）
年
五
月
一
一
日
作
成
の
、
留
学
期
間
を
一
年
延
長
す
る
、
蜂
須

賀
文
部
大
臣
名
の
命
令
が
伝
わ

（
（3
（

る
。
岡
松
の
留
学
は
、
お
そ
ら
く
更
に
も

う
一
度
一
年
延
長
さ
れ
た
後
、後
述
の
よ
う
に
最
後
に
六
ヶ
月
延
長
さ
れ
、

そ
し
て
そ
の
期
間
満
了
前
に
、
帰
国
命
令
が
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

し
か
し
こ
の
再
度
の
巡
歴
願
い
も
、や
は
り
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

巡
歴
願
い
を
却
下
す
る
、
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
六
月
二
九
日
作
成

の
文
部
省
の
決
定
が
伝
わ
っ
て
い

（
（3
（

る
。
文
部
省
専
門
学
務
局
長
木
下
廣
次

名
の
通
知
で
あ
る
。そ
れ
に
よ
れ
ば
、岡
松
か
ら
五
月
五
日
付
で
ベ
ル
ギ
ー

お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
へ
の
巡
歴
の
願
い
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
再
度
の
願
い

出
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
在
学
資
増
に
充
て
う
る
予
算
は
乏
し
い
。
ま
た

岡
松
は
や
は
り
五
月
に
留
学
期
間
の
一
年
延
長
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ

か
ら
、
本
年
度
内
に
巡
歴
研
究
を
行
う
こ
と
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
巡
歴
の
願
い
は
こ
れ
を
却
下
す
る
、
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
や
り
と
り
を
は
さ
み
な
が
ら
、
岡
松
の
ベ
ル
リ
ン
留
学
も

三
学
期
目
に
入
る
。
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
け
る
三
度
目
の
学
期
の
勉
学

状
況
を
文
部
省
に
報
告
す
る
申
報
書
が
残
っ
て
い

（
（3
（

る
。
こ
れ
は
日
付
お

よ
び
文
部
大
臣
の
宛
名
を
欠
い
て
お
り
、
正
式
な
報
告
書
の
下
書
き
の
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よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
岡
松
は
、
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
七
月
か

ら
一
二
月
ま
で
の
状
況
を
報
告
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
引
き
続

き
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
在
学
し
、
明
治
三
〇
年
八
月
一
五
日
ま
で
は
、
前

回
の
申
報
書
の
明
治
三
〇
年
四
月
一
五
日
以
降
と
同
様
に
研
修
し
た
、

と
い
う
。「
岡
松
参
太
郎
文
書
」
中
に
史
料
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
こ

の
期
間
直
前
の
状
況
（
つ
ま
り
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
の
二
学
期
目
の
初
め

ま
で
の
時
期
）
に
つ
い
て
も
、
別
に
申
報
書
を
提
出
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
、
明
治
三
〇
年
一
〇
月
一
五
日
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で

は
、
①
教
授
デ
ル
ン
ブ
ル
ヒ
（Prof. D

ernburg

）
氏
に
就
き
、
ド
イ

ツ
民
法
典
総
則
お
よ
び
債
権
関
係
編
を
（A

llgem
einer T

heil und 

Schuldverhältnis

）、
②
同
ギ
ー
ル
ケ
ー
（Prof. Gierke

）
氏
に
就
き

ド
イ
ツ
民
法
典
物
権
編
を
、
③
同
エ
ッ
ク
（Prof. Eck
）
氏
に
就
き
、

ド
イ
ツ
民
法
典
相
続
編
、
を
学
ん
だ
、
と
報
告
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ

で
も
、
岡
松
の
報
告
と
彼
の
聴
講
記
録
帳
と
の
間
に
は
食
い
違
い
が
見
ら

れ
る
。
聴
講
記
録
帳
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
三
学
期
目
に
お
け
る
聴

講
状
況
は
、
①
ギ
ー
ル
ケGierke

の
民
法
典
（
物
権
法
・
著
作
権
法
・

営
業
法
）Bürgerliches Gesetzbuch: Sachenrecht, U

rheberrecht, 

Gew
erbsrecht

、
②
エ
ッ
クEck

の
現
代
ロ
ー
マ
相
続
法
・
民
法
典
の

相
続
法D

as heutige röm
ische Erbrecht und das Erbrecht des 

bürgerlichen Gesetzbuches

、
③
ク
ロ
ー
メCrom

e

の
ド
イ
ツ
民
事

訴
訟D

eutsches Reichscivilprozess

、
④
ギ
ー
ル
ケGierke

の
一

般
・
ド
イ
ツ
国
法A

llgem
eines und deutsches Staatsrecht

、
⑤
ダ

ン
バ
ッ
ハD

am
bach

の
国
際
法V

ölkerrecht

で
あ
る
。
聴
講
申
請
の

日
付
は
、
⑤
一
一
月
一
一
日
、
①
②
④
一
一
月
一
五
日
、
③
一
一
月
一
八

日
で
、
か
な
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
聴
講
終
了
申
請
は
、
や
は
り
ま
っ
た
く

な
さ
れ
て
い
な
い
。
申
報
書
と
聴
講
記
録
帳
を
比
較
す
る
と
、
や
は
り
デ

ル
ン
ブ
ル
ク
の
名
が
前
者
に
は
あ
り
、
後
者
に
は
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、

ノ
ー
ト
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
一
部
は
実
際
に
聴
講
し

た
こ
と
が
確
実
な
、
ギ
ー
ル
ケ
の
国
法
学
、
ク
ロ
ー
メ
の
民
事
訴
訟
、
ダ

ン
バ
ッ
ハ
の
国
際
法
が
、
申
報
書
に
は
登
場
し
な
い
。
こ
れ
は
、
岡
松
の

留
学
命
令
が
、
民
法
お
よ
び
国
際
私
法
研
究
の
た
め
、
と
な
っ
て
い
た
こ

と
と
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

聴
講
記
録
帳
に
出
て
く
る
①
か
ら
⑤
の
講
義
に
つ
い
て
は
、
分
量
に
は

差
が
あ
る
も
の
の
、
す
べ
て
講
義
ノ
ー
ト
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の

講
義
ノ
ー
ト
は
日
本
語
混
じ
り
で
書
か
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

が
、
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル
ケ
（
一
八
四
一－

一
九
二
一
年
）
の

物
権
法
の
講
義
ノ
ー

（
（3
（

ト
は
、
序
論
か
ら
始
ま
っ
て
講
義
の
ほ
ぼ
全
体
が

ノ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
。
エ
ッ
ク
の
相
続
法
の
講
義
ノ
ー

（
（3
（

ト
も
、
か
な
り
分

量
の
多
い
も
の
で
あ
る
。
カ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
メCarl Crom

e

（
一
八
五

九－

一
九
三
一
年
）
の
民
事
訴
訟
法
の
講
義
ノ
ー

（
（4
（

ト
は
、
日
本
語
の
部
分
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が
や
や
少
な
い
が
、や
は
り
講
義
全
体
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ギ
ー
ル
ケ
の
国
法
の
講
義
ノ
ー

（
（4
（

ト
は
講
義
冒
頭
部
を
欠
く
も
の
の
、
そ
の

後
は
最
後
ま
で
筆
記
さ
れ
て
い

（
（4
（

る
。
ノ
ー
ト
冊
子
の
残
り
は
、
そ
の
後
ハ

レ
で
受
講
し
た
レ
ー
ニ
ン
グLoening

の
国
際
私
法
講
義
の
筆
記
に
転

用
さ
れ
て
い
る
。
ダ
ン
バ
ッ
ハD

am
bach

の
国
際
法
講
義
ノ
ー

（
（4
（

ト
だ
け

は
、
ド
イ
ツ
語
の
み
で
書
か
れ
て
お
り
、
分
量
は
少
な
い
。
こ
れ
ら
の
他

に
、ヒ
ン
シ
ウ
スH

inschius
の
家
族
法
講
義
を
一
部
聴
講
し
た
よ
う
で
、

講
義
ノ
ー
ト
が
残
っ
て
い

（
（4
（

る
。
た
だ
し
、
ほ
ぼ
ド
イ
ツ
語
の
み
で
書
か
れ

た
こ
の
ノ
ー
ト
は
す
ぐ
に
筆
記
が
終
わ
っ
て
お
り
、
比
較
的
す
み
や
か
に

聴
講
し
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
か
ら
伝
わ

る
ノ
ー
ト
類
は
、
長
短
精
粗
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
一
学
期
目
、
二
学
期

目
と
比
較
す
る
と
、
岡
松
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
の
聴
講
が
軌
道
に
乗
っ
て

本
格
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ベ
ル
リ
ン
で
の
留
学
生
活
に
も
慣
れ
て
き
た
岡
松
は
、

更
に
遅
く
と
も
こ
の
一
八
九
七
／
九
八
年
冬
学
期
中
に
、
ハ
レ
大
学
へ
の

転
学
を
準
備
し
始
め
た
。
そ
の
際
、
彼
は
、
ハ
レ
へ
の
転
学
と
ド
イ
ツ
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
各
地
の
巡
歴
と
を
組
み
合
わ
せ
る
。
こ
の

巡
歴
研
究
旅
費
を
概
算
し
た
文
書
が
残
っ
て
い
る

（
（4
（

が
、
そ
れ
に
よ
る
と
旅

程
は
、
ベ
ル
リ
ン
、
ヴ
ィ
ー
ン
、
ブ
ダ
ペ
ス
ト
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
ハ
レ
と

な
っ
て
お
り
、
ヴ
ィ
ー
ン
、
ブ
ダ
ペ
ス
ト
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
六
日
ず
つ
滞

在
す
る
計
画
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
回
の
巡
歴
は
文
部
省
に
も
許

可
さ
れ
、
実
行
さ
れ
た
。
岡
松
は
、
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
四
月
三

〇
日
付
で
、
文
部
省
（
西
園
寺
公
望
）
あ
て
に
ハ
レ
大
学
へ
の
転
学
を
届

け
出
た
際
に
、
ハ
レ
転
学
途
中
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ヴ
ィ
ー
ン
等
を
経
由

す
る
巡
歴
許
可
に
三
月
二
三
日
に
接
し
た
こ
と
を
述
べ
、
三
月
二
六
日
に

ベ
ル
リ
ン
を
出
立
、
各
地
を
巡
歴
研
究
し
た
う
え
で
、
四
月
二
〇
日
に
ハ

レ
に
到
着
、
二
六
日
か
ら
就
業
し
た
と
述
べ
て
い

（
（4
（

る
。
こ
の
伝
承
文
書
自

体
は
控
え
で
あ
ろ
う
。

　

ベ
ル
リ
ン
大
学
文
書
館
に
は
、
岡
松
の
退
学
証
明
書
（
一
八
九
八
年
四

月
一
八
日
付
）
が
残
っ
て
い

（
（4
（

る
。
ハ
レ
大
学
へ
の
転
学
の
た
め
に
作
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
岡
松
は
こ
こ
で
、
東
京
生
ま
れ
、
父
は
故
教
授
と
申

告
し
て
い
る
。
ベ
ル
リ
ン
大
学
入
学
前
の
学
校
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
学

籍
登
録
時
と
同
様
こ
こ
で
も
見
ら
れ
な
い
。A

bitur

な
ど
の
情
報
も
何

も
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
十
分
な
証
明
（Genügender Zeugnisse

）

に
も
と
づ
き
、
学
生
登
録
し
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
。
一
八
九
六
年
一
〇

月
二
一
日
に
学
生
登
録
し
、
一
八
九
七
／
九
八
年
冬
学
期
の
終
わ
り
ま
で

法
学
部
に
在
籍
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
通
常
は
、
か
く
か
く

の
講
義
を
聴
講
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
、
岡

松
の
場
合
は
在
籍
学
期
の
み
が
示
さ
れ
、
講
義
に
つ
い
て
の
記
載
を
欠
い

て
い
る
。
他
の
学
生
の
退
学
証
明
書
の
場
合
、
具
体
的
に
講
義
の
記
載
が
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あ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
岡
松
と
同
時
に
学
生
登
録
し
、
一
八
九

六
／
九
七
年
の
冬
学
期
の
み
在
籍
し
た
松
山
陽
太
郎
の
退
学
証
明
書
に

も
、
彼
が
登
録
し
た
二
つ
の
授
業
の
記
載
が
あ

（
（4
（

る
。
こ
の
点
、
岡
松
の

ケ
ー
ス
は
異
例
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
岡
松
が
、

講
義
の
聴
講
終
了
申
請
を
行
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
規
定
通
り
期
限

を
守
っ
て
聴
講
申
請
お
よ
び
聴
講
終
了
申
請
し
な
か
っ
た
講
義
は
、
退
学

証
明
書
に
は
記
載
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。「
岡
松

参
太
郎
文
書
」
の
中
に
も
ベ
ル
リ
ン
大
学
発
行
の
退
学
証
明
書
が
残
っ
て

い
る

（
（4
（

が
、
基
本
的
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
文
書
館
に
残
る
資
料
と
同
じ
で
、
在

籍
学
期
の
記
載
が
あ
る
の
み
で
、
聴
講
講
義
に
つ
い
て
は
記
載
さ
れ
て
い

な
い
。

二
．
ハ
レ
滞
在

　

こ
の
よ
う
に
、
三
学
期
間
滞
在
し
た
ベ
ル
リ
ン
を
後
に
し
て
、
岡
松
参

太
郎
は
一
八
九
八
年
四
月
に
ハ
レ
に
入
っ

（
（5
（

た
。
ハ
レ
大
学
へ
の
学
籍
登
録

は
、
一
八
九
八
年
四
月
二
八
日
に
行
わ
れ
た
。
ハ
レ
大
学
文
書
館
に
残
る

学
籍
登
録
簿
に
、
岡
松
は
自
筆
で
必
要
事
項
を
記
載
し
て
い

（
（5
（

る
。
こ
こ
で

も
、
や
は
り
父
の
身
分
は
「
教
授
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
学
籍
登

録
簿
に
よ
れ
ば
、
岡
松
は
そ
の
後
一
八
九
八
年
一
二
月
六
日
に
、
退
学
手

続Exm
atrikel

を
せ
ず
に
大
学
を
去
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。「
岡
松
参

太
郎
文
書
」に
は
ハ
レ
大
学
の
入
学
許
可
証
も
伝
わ
っ
て
お

（
（5
（

り
、日
付
は
、

学
籍
登
録
と
同
じ
一
八
九
八
年
四
月
二
八
日
で
あ
る
。

　

さ
て
、
岡
松
と
同
じ
日
に
、
他
に
二
人
の
日
本
人
が
学
籍
登
録
し
て
い

る
。
一
人
は
医
学
部
で
学
ぶ
こ
と
に
な
るO

tsuki U
kiti

な
る
人
物
で
あ

る
（
（5
（

が
、
も
う
一
人
は
岡
田
朝
太
郎
で
あ
っ

（
（5
（

た
。
岡
田
朝
太
郎
（
一
八
六
八

－

一
九
三
六
年
）
は
、
明
治
か
ら
昭
和
初
期
の
刑
法
学
者
で
、
一
八
九
一

年
に
帝
国
大
学
法
科
大
学
仏
法
科
を
卒
業
、
更
に
大
学
院
で
刑
法
を
専
攻

し
、
一
八
九
三
年
に
法
科
大
学
講
師
、
一
八
九
四
年
に
は
法
科
大
学
助
教

授
と
な
っ
た
。
そ
し
て
岡
田
は
、
一
八
九
七
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
ま
で
、

刑
法
研
究
の
た
め
、
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
す
る
。
ド
イ
ツ
で
は
ベ

ル
リ
ン
と
ハ
レ
に
滞
在
し
、
ハ
レ
で
は
後
述
の
刑
事
法
学
者
リ
ス
ト
に
学

ん
だ
。
帰
国
後
一
九
〇
〇
年
に
は
、
帝
国
大
学
法
科
大
学
教
授
、
一
九
〇

一
年
に
、
法
学
博
士
と
な
っ
て
い
る
。
岡
松
同
様
彼
も
、
日
本
だ
け
で
な

く
、
東
ア
ジ
ア
で
活
躍
し
た
法
学
者
で
、
一
九
〇
六
年
に
は
、
清
国
に
招

か
れ
て
、
法
学
教
育
、
お
よ
び
法
典
編
纂
の
助
言
に
あ
た
っ

（
（5
（

た
。
こ
の
よ

う
な
岡
田
朝
太
郎
の
経
歴
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
岡
松
と
岡
田
は
と
も

に
ベ
ル
リ
ン
か
ら
ハ
レ
へ
転
学
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
岡
田

の
方
は
、
一
八
九
九
年
一
月
一
一
日
に
ハ
レ
大
学
を
去
っ
て
い
る
。
ハ
レ

を
後
に
し
た
の
も
、
岡
松
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
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岡
松
参
太
郎
と
岡
田
朝
太
郎
の
そ
の
後
の
関
係
を
見
る
と
、
岡
松
は
帰

国
後
ほ
ど
な
く
、
刑
法
改
正
問
題
に
つ
い
て
、
岡
田
と
論
争
し
て
い

（
（5
（

る
。

ま
た
「
岡
松
参
太
郎
文
書
」
に
は
、
は
る
か
後
年
に
岡
田
か
ら
岡
松
へ
送

ら
れ
た
書
簡
が
伝
わ
っ
て
い

（
（5
（

る
。
日
付
は
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
二
月

二
〇
日
で
北
京
か
ら
東
京
へ
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。そ
の
中
で
岡
田
は
、

中
国
の
法
典
編
査
会
で
起
草
中
の
民
法
草
案
の
改
訂
の
た
め
、
岡
松
が
中

国
へ
渡
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
、
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。
岡
田
は
、

関
係
者
の
依
頼
に
よ
り
、
自
分
が
代
わ
っ
て
問
い
合
わ
せ
る
、
と
言
っ
て

い
る
が
、
ベ
ル
リ
ン
お
よ
び
特
に
ハ
レ
に
お
け
る
両
者
の
関
係
を
考
え
れ

ば
、
岡
田
が
そ
の
任
に
あ
た
っ
た
こ
と
は
理
解
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
岡
松
参
太
郎
文
書
」
に
は
、
学
籍
登
録
と
同
じ
一
八
九
八
年
四
月
二

八
日
の
作
成
日
付
で
、
ハ
レ
大
学
の
聴
講
記
録
帳
が
残
っ
て
お

（
（5
（

り
、
ハ
レ

に
お
け
る
岡
松
の
聴
講
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
、
ま
ず
岡

松
が
聴
講
料
を
払
っ
て
い
る
の
は
、
①
エ
ン
デ
マ
ン
の
民
法
第
一
部

Bürgerliches Recht T
heil I (Prof. Endem

ann)

、
②
レ
ー
ニ
ン
グ
の

国
際
私
法
・
ド
イ
ツ
民
法
典Internationales Privatrecht und D

eutsches 

bürgerliches Gesetzbuch (Prof. Loening)

、
③
エ
ン
デ
マ
ン
の
民
事

法
立
法
史Geschichte der Codificationsbestrebungen auf dem

 

Gebiet des bürgerlichen Rechts (Prof. Endem
ann)

、
④
シ
ュ
タ

ム
ラ
ー
の
民
法
実
習
第
一
部Practicum

 des bürgerlichen Rechts, 

I.T
heil (Prof. Stam

m
ler)

、
⑤
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
の
ロ
ー
マ
法
釈
義
演
習

Exegetische Ü
bungen im

 röm
ischen Recht (Prof. Stam

m
ler)

、

⑥
リ
ス
ト
の
刑
法
実
習Strafrechtliches Prakticum

 (Prof. Liszt)

、

⑦
ヴ
ィ
ー
ゼ
の
イ
タ
リ
ア
語
演
習Italienische Ü

bungen (D
r.W

iese)

、

⑧
ヴ
ィ
ー
ゼ
の
ペ
ト
ラ
ル
カ
講
読Erklärung von Gedichten Petrarcas 

(D
r.W

iese)

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
聴
講
申
請anm

elden

し
た
の

は
、
①
⑦
⑧
で
、
①
は
五
月
一
四
日
、
⑦
⑧
は
五
月
一
三
日
に
聴
講
申
請

が
な
さ
れ
て
い
る
。他
方
、「
岡
松
参
太
郎
文
書
」に
残
っ
て
い
る
講
義
ノ
ー

ト
か
ら
す
る
と
、
①
②
③
④
は
、
少
な
く
と
も
一
部
は
実
際
に
受
講
さ
れ

た
。

　

す
な
わ
ち
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
デ
マ
ン
（
一
八
五
七－

一
九
三
六

年
）
の
ド
イ
ツ
民
法
典
講
義
ノ
ー

（
（5
（

ト
は
、
契
約
各
論
と
不
当
利
得
部
分
の

講
義
で
、
ノ
ー
ト
冒
頭
に
一
八
九
八
年
五
月
二
日
の
日
付
が
あ
る
。
日
本

語
部
分
が
か
な
り
多
く
、
冒
頭
部
を
欠
き
、
中
間
に
い
く
つ
か
抜
け
た
部

分
が
あ
る
が
、
全
体
の
分
量
は
多
い
。
レ
ー
ニ
ン
グ
の
国
際
私
法
の
講
義

ノ
ー

（
（6
（

ト
は
、
ノ
ー
ト
冒
頭
に
一
八
九
八
年
五
月
九
日
の
日
付
が
あ
り
、
や

は
り
日
本
語
部
分
が
か
な
り
多
い
が
、
全
体
の
分
量
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な

い
。
エ
ン
デ
マ
ン
の
法
典
化
の
歴
史
の
講
義
ノ
ー

（
（6
（

ト
も
、
日
本
語
混
じ
り

で
書
か
れ
て
い
る
が
、分
量
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
ル
ー
ド
ル
フ
・
シ
ュ

タ
ム
ラ
ー
（
一
八
五
六－

一
九
三
八
年
）
の
民
法
実
習
の
ノ
ー

（
（6
（

ト
は
、
ほ
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と
ん
ど
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
分
量
と
し
て
は
少
な
い
が
、
一
八

九
八
年
七
月
三
〇
日
の
第
一
一
回
ま
で
、
岡
松
が
授
業
に
参
加
し
続
け
た

こ
と
が
記
載
か
ら
わ
か
る
。

　

岡
松
の
ハ
レ
大
学
で
の
聴
講
は
、
こ
の
一
学
期
の
み
で
あ
っ
た
が
、
講

義
形
式
の
授
業
だ
け
で
な
く
、
実
習
や
演
習
に
も
聴
講
料
を
払
っ
て
参
加

し
よ
う
と
い
う
姿
勢
を
岡
松
が
見
せ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
が
ま
す
ま
す
ド

イ
ツ
の
大
学
に
な
じ
ん
で
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
ハ
レ
滞
在
時
代
か
ら
の
注
目
す
べ
き
史
料
と
し
て
、「
岡
松
参

太
郎
文
書
」
中
に
は
、
ハ
レ
大
学
の
刑
事
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
（
リ
ス
ト
が
教

授
）
の
書
庫
利
用
証
が
残
っ
て
い

（
（6
（

る
。
発
行
日
付
は
四
月
二
九
日
に
な
っ

て
お
り
、
岡
松
は
早
く
も
学
生
登
録
の
翌
日
に
、
刑
事
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
へ

顔
を
出
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
、
岡
田
朝
太
郎
と
と
も
に
訪

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
上
述
の
リ
ス
ト
の
刑
法
実
習
の
聴
講
料
支
払

い
と
並
ん
で
、
岡
松
自
身
の
刑
事
法
へ
の
関
心
を
も
う
か
が
わ
せ
る
事
実

で
あ
ろ
う
。
岡
松
が
「
リ
ス
ト
の
研
究
室
で
学
ん
だ
」
こ
と
は
、
既
に
牧

野
英
一
が
岡
松
追
悼
文
で
言
及
し
て
お

（
（6
（

り
、
生
前
の
岡
松
が
そ
の
よ
う
に

言
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、ド
イ
ツ
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
新
派
刑
法
学
の
代
表
者
で
あ
り
、

刑
事
法
の
国
際
比
較
研
究
の
推
進
者
で
も
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・

リ
ス
トFranz von Liszt

（
一
八
五
一－

一
九
一
九

（
（6
（

年
）
は
、
ベ
ル
リ

ン
に
お
け
る
コ
ー
ラ
ー
と
並
ん
で
、
岡
松
が
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
を
持
っ

た
ド
イ
ツ
の
法
学
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
岡
松
の
後
年
の
行
動
か

ら
明
ら
か
に
な
る
。

　

岡
松
参
太
郎
は
、
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
再
訪

し
て
、
一
一
月
三
日
に
帰
国
す
る

（
（6
（

が
、
そ
の
際
一
九
〇
八
年
七
月
一
三
日

に
ベ
ル
リ
ン
で
晩
餐
会
を
催
し
た
。
こ
の
会
に
岡
松
は
、
コ
ー
ラ
ー
と
当

時
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
転
じ
て
い
た
リ
ス
ト
を
招
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

招
待
を
受
け
た
コ
ー
ラ
ー
か
ら
岡
松
へ
の
返
事
が
伝
わ
る

（
（6
（

が
、
そ
こ
で

コ
ー
ラ
ー
は
、
自
身
は
所
用
に
よ
り
出
席
で
き
な
い
が
、
代
わ
り
に
息
子

を
出
席
さ
せ
る
と
伝
え
、
近
い
う
ち
に
ま
た
会
え
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る

と
書
い
て
い
る
。
岡
松
が
特
に
コ
ー
ラ
ー
を
招
待
し
、
コ
ー
ラ
ー
も
息
子

を
代
理
出
席
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
岡
松
と
コ
ー
ラ
ー
の
近
し
い
関
係

が
う
か
が
わ
れ
る
。こ
こ
で
出
て
く
る
息
子
と
は
、ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
コ
ー

ラ
ー
の
こ
と
だ
が
、
彼
は
一
九
〇
四
年
一
一
月
に
東
京
を
訪
問
し
、
穂
積

陳
重
を
は
じ
め
と
す
る
東
京
帝
国
大
学
の
教
授
た
ち
や
司
法
省
高
官
の
歓

迎
を
受
け
て
い

（
（6
（

た
。
そ
れ
ゆ
え
息
子
自
身
、
日
本
と
縁
が
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
ま
た
、
リ
ス
ト
か
ら
岡
松
へ
の
返
書
も
伝
わ
る

（
（6
（

が
、
彼
も
、
大
学

で
所
用
が
あ
り
、
出
席
で
き
な
い
旨
返
事
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
昨
日
岡

松
が
訪
問
し
て
く
れ
た
の
に
、
既
に
大
学
へ
出
て
い
た
た
め
に
会
え
ず
、

申
し
訳
な
か
っ
た
と
も
書
い
て
い
る
。
岡
松
が
リ
ス
ト
に
会
い
に
行
っ
て
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い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
ハ
レ
留
学
中
に
個
人
的
知
遇
を
得
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
。

　

更
に
、
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
の
岡
松
の
三
度
目
（
そ
し
て
最

後
）
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
訪
問
に
際
し
て
は
、
彼
は
既
に
故
人
と
な
っ
て
い
た

コ
ー
ラ
ー
お
よ
び
リ
ス
ト
の
墓
前
に
花
を
捧
げ
て
い
る
。
岡
松
の
知
人

フ
ォ
ン
・
プ
ス
タ
ウV

on Pustau

か
ら
岡
松
宛
の
一
九
二
一
年
の
手

（
（7
（

紙

は
、
ベ
ル
リ
ン
の
リ
ス
ト
と
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
コ
ー
ラ
ー
の
墓
前
に
岡

松
が
花
環
を
捧
げ
る
件
で
、
花
環
の
準
備
に
つ
い
て
岡
松
に
知
ら
せ
て
い

る
。
更
に
、
花
環
献
呈
を
新
聞
紙
上
で
公
表
す
る
記
事
の
草
稿
も
同
封
し

て
送
る
と
述
べ
て
い
る
。
草
稿
で

（
（7
（

は
、
現
下
の
ド
イ
ツ
の
窮
状
に
対
す
る

日
本
か
ら
の
援
助
の
一
環
と
し
て
、
岡
松
に
よ
る
花
環
献
呈
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
際
、
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
日
本
人
法
律
家
は
お
そ
ら
く
例

外
な
く
、
リ
ス
ト
と
コ
ー
ラ
ー
の
講
義
を
聴
講
し
た
で
あ
ろ
う
、
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
フ
ォ
ン
・
プ
ス
タ
ウ
か
ら
岡
松
へ
の
別
の
手

紙
（
一
九
二
一
年
九
月
一
二
日

（
（7
（

付
）
は
、
岡
松
の
医
師
集
会
に
お
け
る

演
説
と
（
リ
ス
ト
お
よ
び
コ
ー
ラ
ー
の
墓
前
へ
の
）
花
環
献
呈
を
伝
え

る
、O

stasiatische Rundschau N
r.15

の
二
ペ
ー
ジ
分
を
同
封
し
て
送

る
、
と
し
て
い
る
。
ま
た
、（
記
事
を
見
た
）
リ
ス
ト
未
亡
人
お
よ
び
コ
ー

ラ
ー
子
息
か
ら
電
話
が
あ
り
、
よ
ろ
し
く
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
書
い
て

い
（
（7
（

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
確
認
で
き
る
限
り
で
は
ヨ
ー
ゼ
フ
・
コ
ー
ラ
ー
と
フ
ラ

ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
リ
ス
ト
が
、
岡
松
が
個
人
的
に
知
遇
を
得
た
ド
イ
ツ
の

法
学
教
授
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
法
学
者
の
う
ち

で
、
コ
ー
ラ
ー
と
リ
ス
ト
が
、
西
洋
世
界
の
外
ま
で
含
め
た
国
際
的
・
比

較
法
的
関
心
に
お
い
て
顕
著
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の

二
人
と
岡
松
と
の
関
係
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

　

リ
ス
ト
お
よ
び
コ
ー
ラ
ー
と
の
関
係
を
追
っ
て
時
間
を
ず
い
ぶ
ん
先
ま

で
進
め
て
し
ま
っ
た
が
、
ハ
レ
に
お
け
る
岡
松
に
戻
る
と
、
上
述
の
よ
う

な
ハ
レ
大
学
で
の
学
業
の
か
た
わ
ら
、や
は
り
巡
歴
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。

一
八
九
八（
明
治
三
一
）年
五
月
一
一
日
付
の
学
資
増
給
願
の
草
稿
が
残
っ

て
い
る

（
（7
（

が
、
そ
れ
に
よ
る
と
八
月
上
旬
に
ハ
ー
グ
で
開
か
れ
る
国
際
私
法

協
会
大
会
に
出
席
し
、
あ
わ
せ
て
そ
こ
か
ら
の
帰
途
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
お
よ

び
ブ
レ
ー
メ
ン
を
巡
歴
し
、
国
際
私
法
上
の
外
国
商
事
会
社
の
取
り
扱
い

に
関
す
る
事
項
を
研
究
す
る
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
学
資
増
給
を
願
い
出

て
い
る
。
旅
費
滞
在
費
概
算
に
よ
れ
ば
、
ハ
ー
グ
に
二
週
間
、
ハ
ン
ブ
ル

ク
と
ブ
レ
ー
メ
ン
に
そ
れ
ぞ
れ
一
週
間
の
滞
在
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
願
い
が
実
際
に
文
部
省
に
あ
て
て
出
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
文
部
省
か

ら
の
返
事
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
に
不
明
で
、
草
稿
に
と
ど
ま
っ
た
か
も

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
や
は
り
岡
松
の
活
発
な
動
き

を
例
証
す
る
も
の
と
言
え
る
。
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そ
し
て
更
に
岡
松
は
、
ド
イ
ツ
以
外
の
国
へ
の
転
学
を
企
図
す
る
よ
う

に
な
る
。
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
七
月
一
五
日
付
の
転
学
の
願
い
出

が
残
っ
て
い

（
（7
（

る
。
宛
先
は
文
部
大
臣
尾
崎
行
雄
で
、
実
際
に
大
臣
宛
に
出

さ
れ
た
願
い
の
控
え
か
草
稿
と
思
わ
れ
る
文
書
で
あ
る
。そ
こ
で
岡
松
は
、

国
際
私
法
お
よ
び
民
法
の
研
究
の
た
め
、
一
〇
月
上
旬
か
ら
フ
ラ
ン
ス
・

パ
リ
へ
、
更
に
翌
年
四
月
か
ら
イ
タ
リ
ア
・
ロ
ー
マ
へ
の
転
学
を
願
い
出

て
い
る
。
ハ
レ
で
の
勉
学
は
、
一
八
九
八
年
夏
学
期
で
切
り
上
げ
て
、
一

八
九
八
／
九
九
年
冬
学
期
か
ら
は
フ
ラ
ン
ス
へ
、
更
に
一
八
九
九
年
夏
学

期
に
は
イ
タ
リ
ア
へ
転
じ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
岡
松
の
留
学
中
の
勉

学
志
向
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
法
学
一
辺
倒
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　

同
じ
く
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
七
月
一
五
日
付
の
巡
歴
研
究
願
も

残
っ
て
い
る

（
（7
（

が
、
こ
れ
も
控
え
か
草
稿
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
別
に
フ
ラ
ン
ス
・
パ
リ
へ
の
転
学
を
願
い
出
て
い
る
が
、
国
際
私

法
の
う
ち
外
国
人
の
権
利
と
そ
れ
に
関
す
る
裁
判
の
実
際
を
取
り
調
べ
る

た
め
、
パ
リ
転
学
の
途
中
に
、
ベ
ル
ギ
ー
・
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
を
巡
歴
し
た

い
、
ま
た
来
年
七
月
に
留
学
期
間
が
満
了
し
て
帰
国
す
る
際
に
は
、
そ
の

途
中
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
を
巡
歴
研
究
し
た
い
と
願
い
出
て
い

る
。
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
だ
け
で
は
足
り
ず
、
イ
ギ
リ
ス
、

ア
メ
リ
カ
も
含
め
て
西
洋
世
界
を
広
く
見
て
回
ろ
う
と
い
う
勢
い
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
岡
松
の
希
望
の
う
ち
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
へ
の
転

学
と
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
巡
歴
は
、文
部
省
か
ら
許
可
さ
れ
た
。
一
八
九
八（
明

治
三
一
）
年
九
月
一
二
日
付
で
、
文
部
大
臣
官
房
秘
書
課
長
正
木
直
彦
名

で
、
転
学
と
滞
在
を
許
可
す
る
文
部
省
の
通
知
が
出
さ
れ

（
（7
（

た
。
七
月
一
五

日
付
で
願
い
出
ら
れ
た
転
学
・
巡
歴
の
件
の
う
ち
、
今
年
度
に
か
か
る
も

の
は
別
紙
の
と
お
り
、
許
可
さ
れ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
帰
朝
途
中
の
英

米
巡
歴
は
、
来
年
度
に
属
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
ま
た
旅
程
も
不
明
な
の

で
、
更
に
旅
費
見
込
み
書
を
提
出
す
る
よ
う
に
、
し
か
し
（
や
は
り
来
年

度
に
）
イ
タ
リ
ア
へ
転
学
す
る
際
に
は
更
に
願
い
出
る
に
は
及
ば
な
い
、

と
指
示
さ
れ
て
い
る
。
と
り
あ
え
ず
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
巡
歴
を
経
て
、
パ

リ
へ
転
学
す
る
と
い
う
部
分
、
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
転
学
の
希
望
は
承
認
さ

れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

や
は
り
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
九
月
一
二
日
付
の
文
部
大
臣
尾
崎

行
雄
名
の
転
学
許
可
書
も
残
っ
て
お

（
（7
（

り
、
上
の
秘
書
課
長
名
の
文
書
と
同

時
に
岡
松
の
も
と
へ
届
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
七
月
一
五
日
付
で
願
い
出
ら

れ
た
、一
〇
月
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
転
学
、お
よ
び
そ
の
途
中
で
ベ
ル
ギ
ー
・

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
滞
在
研
究
す
る
件
を
許
可
し
、
転
学
お
よ
び
滞
在
に
要

す
る
旅
費
そ
の
他
の
費
用
と
し
て
金
一
〇
〇
円
を
、
通
常
の
学
資
に
増
給

す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　

更
に
同
日
付
、
文
部
大
臣
名
で
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
へ
の
留
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学
の
許
可
書
が
出
さ
れ
て
お

（
（7
（

り
、
留
学
期
間
内
に
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
イ

タ
リ
ア
へ
も
留
学
す
る
こ
と
を
命
じ
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
は
年
間
金
一
八

〇
〇
円
、
イ
タ
リ
ア
留
学
中
は
年
間
金
一
七
四
〇
円
を
支
給
す
る
も
の
と

し
て
い
る
。

三
．
ハ
レ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
へ

　

さ
て
、「
岡
松
参
太
郎
文
書
」
に
は
、
ド
イ
ツ
か
ら
イ
タ
リ
ア
を
経
て

ス
イ
ス
に
至
る
旅
行
ク
ー
ポ
ン
が
残
っ
て
い

（
（8
（

る
。
発
行
元
は
、
ベ
ル
リ
ン

の
旅
行
代
理
店
で
、
発
券
日
付
は
一
八
九
八
年
一
〇
月
八
日
で
あ
る
。
そ

こ
か
ら
お
お
よ
そ
の
旅
程
を
復
元
す
れ
ば
、
ベ
ル
リ
ン－

ハ
レ－

ラ
イ
プ

ツ
ィ
ヒ－

ド
レ
ス
デ
ン－

ヴ
ィ
ー
ン－

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア－
ボ
ロ
ー
ニ
ャ－

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ－

ロ
ー
マ－

ピ
サ－

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ－

ミ
ラ
ノ
を
経
て
ス
イ

ス
へ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
こ
の
間
、
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
一
一
月
八
日
付
で
、
文
部

大
臣
犬
養
毅
名
の
留
学
延
長
命
令
が
出
さ
れ

（
（8
（

た
。
岡
松
の
留
学
期
間
は
一

八
九
九（
明
治
三
二
）年
七
月
に
満
期
を
迎
え
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
同
年
一
二
月
ま
で
延
長
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
命
令
は
ハ
レ

へ
送
ら
れ
、
一
二
月
二
六
日
に
ハ
レ
に
到
着
し
た
が
、
こ
の
と
き
岡
松
は

既
に
ハ
レ
を
発
っ
た
後
で
あ
り
、
命
令
は
パ
リ
へ
転
送
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。

　

東
京
で
留
学
期
間
延
長
命
令
が
出
さ
れ
た
の
と
同
じ
頃
、
パ
リ
に
到
着

し
た
岡
松
は
、
転
学
の
届
け
出
を
行
っ
て
い

（
（8
（

る
。
日
付
は
一
八
九
八
（
明

治
三
一
）
年
一
一
月
一
五
日
だ
が
、「
実
は
一
一
月
二
三
日
」
と
い
う
付

記
が
あ
る
。
こ
れ
は
草
稿
な
の
で
、
一
五
日
に
草
稿
を
書
き
、
実
際
に
文

部
省
に
送
っ
た
届
け
は
二
三
日
の
日
付
で
作
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

か
ね
て
フ
ラ
ン
ス
・
パ
リ
へ
の
転
学
と
そ
の
途
次
に
お
け
る
ベ
ル
ギ
ー
・

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
へ
の
滞
在
を
願
い
出
て
い
た
と
こ
ろ
、
一
〇
月
五
日
に
ハ

レ
で
許
可
の
命
令
に
接
し
た
。
そ
こ
で
一
〇
月
七
日
に
ハ
レ
を
出
立
、
途

中
ベ
ル
ギ
ー
・
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
滞
在
研
究
し
た
後
、
一
一
月
一
五
日
に

パ
リ
に
到
着
し
、
就
業
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
、
と
報
告
し
て
い
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
滞
在
中
の
岡
松
に
つ
い
て
は
、「
岡
松
参
太
郎
文
書
」
に
残

る
史
料
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
限
り
で
は
、
大
学
で
法
学
の
講
義
を
聴
講
し

た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
時
期
か
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
学
習
ノ
ー

ト
が
数
冊
残
っ
て
い
る
。
一
八
九
九
年
二
月
二
二
日
か
ら
四
月
八
日
ま
で

の
フ
ラ
ン
ス
語
ノ
ー

（
（8
（

ト
に
は
、
週
間
プ
ラ
ン
と
思
わ
れ
る
書
込
が
あ
り
、

語
学
学
校
へ
通
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
続
く
一
八
九
九
年
四
月

一
一
日
か
ら
五
月
四
日
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
語
ノ
ー

（
（8
（

ト
に
も
、
や
は
り
語
学

学
校
へ
通
っ
た
よ
う
な
形
跡
が
あ
る
。
他
に
、
一
八
九
九
年
五
月
一
日
の

フ
ラ
ン
ス
語
ノ
ー

（
（8
（

ト
も
あ
る
。
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そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
三
月
一
三
日
作

成
で
、
文
部
大
臣
樺
山
資
紀
名
に
よ
る
帰
朝
命
令
が
出
さ
れ

（
（8
（

た
。
本
年
七

月
一
四
日
を
期
限
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
帰
朝
せ
よ
と
の
命
令
で
あ
る
。

同
封
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
、
文
部
大
臣
官
房
秘
書
官
樺
山
資
英
の
送

り
状
（
同
日
付
）
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
一
年
一
一
月
七
日
付
で
、
明
治
三

二
年
一
二
月
ま
で
五
か
月
の
留
学
延
期
が
命
じ
ら
れ
て
い
た

（
（8
（

が
、
来
る
九

月
か
ら
京
都
帝
国
大
学
法
科
大
学
が
開
設
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
前
に
帰
朝

す
る
よ
う
に
と
の
命
令
が
出
た
の
で
あ
っ
た
。
命
令
と
送
り
状
は
、
パ
リ

の
日
本
公
使
館
に
あ
て
て
送
付
さ
れ
た
が
、
そ
こ
か
ら
転
送
さ
れ
て
、
当

時
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
い
た
岡
松
の
も
と
へ
四
月
一
七
日
に
到
着
し
た
。
結

果
と
し
て
、
留
学
期
間
延
長
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
ほ
ぼ
延
長
前
の

本
来
の
期
限
内
に
帰
朝
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
岡
松
の
本
格
的
な
イ
タ
リ
ア
滞
在
は
、
実
現
せ
ず
に
終
わ
っ
た

の
で
あ
っ
た
。

四
．
留
学
生
活

　
「
岡
松
参
太
郎
文
書
」
中
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
お
よ
び
ハ
レ
に
お
け
る
岡

松
に
つ
い
て
、
既
に
述
べ
た
大
学
関
係
以
外
の
留
学
生
活
の
諸
側
面
を
う

か
が
わ
せ
る
史
料
が
残
っ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
岡
松
が
留
学
中
に
購
入
し
た
書
籍
や
専
門
雑
誌
の
代
金
請

求
書
や
領
収
書
な
ど
が
残
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
お
お
よ
そ
の
購
入

時
期
と
タ
イ
ト
ル
を
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ル
リ
ン
滞
在

の
第
二
お
よ
び
第
三
学
期
に
あ
た
る
時
期
に
は
、Brinz, Pandekten, 

4 T
le.; Leonard Jacobi, A

kadem
ische Praktika, I; D

（
（8
（

ernburg, 

Pandekten, 3 B
d

e

（
（8
（.; Jherings Jahrbuch, B

d.18; A
rchiv für 

bürgerliches Recht, 188

（
（9
（6; Regelsberger, Pandekten I; Berner, 

Strafrech

（
（9
（t; G

ustav Pescatore, D
ie sogenannte alternative 

O
bligatio

（
（9
（n; Franz H

ofm
ann, U

eber das Periculum
 beim

 K
auf

（
（9
（e

な
ど
が
購
入
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
図
書
で
は
な
い
が
、
岡
松
は

一
八
九
七
年
一
二
月
一
六
日
に
ベ
ル
リ
ン
で
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
パ
ン
デ
ク

テ
ン
講
義
の
学
生
筆
記
ノ
ー
ト
を
購
入
し
て
い

（
（9
（

る
。
こ
の
よ
う
に
、
最
も

早
く
購
入
さ
れ
た
タ
イ
ト
ル
の
中
に
、
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン

教
科
書
が
登
場
す
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
岡
松
は
文

部
省
へ
の
申
報
書
に
は
、
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
に
就
い
て
学
ん
だ
と
書
き
つ

つ
、
実
際
に
継
続
的
に
講
義
を
聴
講
し
た
形
跡
を
残
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
が
、
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
の
教
科
書
は
入
手
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

ハ
レ
に
移
っ
た
後
の
時
期
の
購
入
と
し
て
は
、
イ
タ
リ
ア
語
学
習

に
関
係
し
た
文

（
（9
（

献
の
他
、A

rchiv für bürgerliches Recht, Bd. 

8-11; Rudolf Stam
m

ler, Praktikum
 des bürgerlichen Rechts 
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für V
orgerücktere zum

 akadem
ischen G

ebrauch und zum
 

Selbstudium

（
（9
（;  Levin Goldschm

idt, System
 des H

andelsrechts; 

F
.M

eili, G
eschichte und System

 des internationalen 

Privatrechts im
 Grundriss; T

heodor N
iem

eyer, V
orschläge und 

M
aterialien zur K

odifikation des internationalen Privatrechts

（
（9
（; 

O
tto von Gierke, D

eutsches Privatrecht I; T
heodor N

iem
eyer, 

D
as in D

eutschland geltende internationale Privatrecht; Ernst 

Zitelm
ann, Irrtum

 und R
echtsgeschäft

（
（9
（; A

. v. K
irchenheim

 

(H
rsg.), Juristischer Literaturbericht, H

eft 1,3,5,8; A
rchiv für 

bürgerliches Recht, Bd.14

（
（9
（; T

heodor K
ipp, Q

uellenkunde des 

röm
ischen Rechts

（
（10
（

な
ど
が
あ
る
。
こ
の
時
期
の
購
入
は
、
国
際
私
法
、

商
法
、
ド
イ
ツ
私
法
な
ど
よ
り
多
彩
な
分
野
に
わ
た
っ
て
い
る
の
が
特
徴

的
で
あ
る
。

　

更
に
、
ベ
ル
リ
ン
時
代
の
岡
松
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
事
柄
と
し
て
、

「
比
較
法
・
国
民
経
済
学
国
際
協
会Internationale V

ereinigung für 

vergleichende Rechtsw
issenschaft und V

olksw
irtschaftslehre

」

の
会
員
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。後
述
の
協
会
か
ら
の
書
簡
か
ら
す
る
と
、

遅
く
と
も
一
八
九
七
年
の
後
半
に
は
入
会
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ

の
協
会
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
法
関
係
の
学
会
の
嚆
矢
と
な
っ
た
団

体
で
あ

（
（10
（

る
。
こ
の
協
会
の
設
立
に
向
け
た
動
き
に
は
、
コ
ー
ラ
ー
の
影
響

が
大
き
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
後
一
八
九
四
年
に
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・

マ
イ
ヤ
ーFelix M

eyer

を
中
心
に
実
際
に
協
会
が
設
立
さ
れ
る
際
に

は
、
コ
ー
ラ
ー
流
の
比
較
法
学
に
限
ら
ず
外
国
法
へ
の
実
務
的
関
心
に
も

配
慮
し
た
会
と
な
っ
た
。
組
織
上
の
モ
デ
ル
は
、
リ
ス
ト
の
「
国
際
犯
罪

学
協
会Internationale K

rim
inalistische V

ereinigung

」で
あ
っ
た
。

協
会
は
、
ド
イ
ツ
人
会
員
に
加
え
て
外
国
人
会
員
の
獲
得
も
図
り
、
ベ
ル

リ
ン
を
本
部
に
ゆ
く
ゆ
く
は
各
国
支
部
を
設
け
よ
う
と
し
て
い
た
。

　
「
岡
松
参
太
郎
文
書
」
中
に
は
、「
国
際
協
会
」
の
会

（
（10
（

則
と
会
員
名

（
（10
（

簿
が

伝
わ
っ
て
い
る
が
、
名
簿
に
は
岡
松
の
名
が
な
い
の
で
、
彼
が
入
会
す
る

前
の
状
態
の
も
の
で
あ
る
。
会
員
と
し
て
、
ク
ロ
ー
メ
、
リ
ス
ト
、
ゼ
ッ

ケ
ル
ら
が
あ
が
っ
て
い
る
が
、
コ
ー
ラ
ー
の
名
は
見
え
な
い
。
日
本
人
会

員
と
し
て
は
、
明
治
期
の
監
獄
行
政
に
重
要
な
足
跡
を
残
し
た
小
河
滋
次

郎
（
一
八
六
四－

一
九
二
五
年
）
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い

（
（10
（

る
。
小
河
は
、

一
八
九
五
年
六
月
に
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
第
五
回
国
際
監
獄
会
議
に
日
本

政
府
か
ら
派
遣
さ
れ
、
会
議
終
了
後
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
ど
ま
っ
た
。
ベ

ル
ギ
ー
で
の
視
察
を
経
て
、
ベ
ル
リ
ン
に
入
り
、
八
月
以
降
、
ベ
ル
リ
ン

の
モ
ア
ビ
ー
ト
監
獄
の
典
獄
で
あ
っ
た
カ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
ネ
の
指
導
を
受

け
、
更
に
一
一
月
頃
か
ら
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
、
行
政

法
等
の
講
義
を
聴
講
し
た
。
こ
の
ベ
ル
リ
ン
滞
在
中
に
「
国
際
協
会
」
に

入
会
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
小
河
は
、
一
八
九
六
年
五
月
に
は
ク
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ロ
ー
ネ
の
勧
め
で
ボ
ン
大
学
に
転
学
し
て
お
り
、
岡
松
の
ベ
ル
リ
ン
滞
在

と
は
重
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
両
者
の
間
に
は
、
留
学
中
接
点
は
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ

（
（10
（

う
。
そ
の
他
の
日
本
人
会
員
と
し
て
、T

aizo O
yagi, 

Rechtsanw
alt, T

okio 

が
見
え
る
。

　
「
国
際
協
会
」
は
会
誌
上
に
何
度
か
会
員
名
簿
を
掲
載
し
て
い
る
が
、

五
号
（
一
九
〇
二
年
）
掲
載
の
会
員
名
簿
に
よ
れ

（
（10
（

ば
、
日
本
人
会
員
と
し

て
は
、
穂
積
陳
重
、
井
上
密
、
清
浦
圭
吾
、
松
波
仁
一
郎
、
小
河
滋
次
郎
、

岡
松
参
太
郎
、
高
根
義
人
ら
の
名
が
見
え
る
。
岡
松
の
他
に
、
同
時
期
に

ベ
ル
リ
ン
に
留
学
し
た
井
上
密
と
高
根
義
人
の
名
前
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら

す
る
と
、
彼
ら
は
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
入
会
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
同
名
簿
に
は
、
在
ベ
ル
リ
ン
日
本
人
留
学
生
の
会
員
が
何
名
か
含

ま
れ
て
お
り
、
岡
松
た
ち
の
よ
う
に
現
地
ベ
ル
リ
ン
で
協
会
を
知
っ
て
入

会
す
る
例
は
そ
う
珍
し
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の

時
点
の
名
簿
に
も
や
は
り
コ
ー
ラ
ー
の
名
は
な
い
。

　

岡
松
は
一
八
九
七
年
八
月
に
、「
国
際
協
会
」
か
ら
会
誌
の
送
付
を
受

け
て
い

（
（10
（

る
。
同
封
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
会
誌
は
既
に
会
費
（
一
八
九
七
年

四
月
か
ら
一
八
九
八
年
三
月
ま
で
の
分
）
を
支
払
っ
た
会
員
に
は
た
だ
ち

に
送
付
さ
れ
、
会
費
未
払
い
の
会
員
に
は
、
会
費
払
い
込
み
が
確
認
さ
れ

次
第
送
付
さ
れ
る
、
と
あ
る
の
で
、
岡
松
は
、
こ
の
時
点
で
既
に
会
費
を

支
払
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
更
に
そ
の
後「
国
際
協
会
」か
ら
岡
松
へ
、

何
度
か
郵
便
物
が
送
付
さ
れ
て
い

（
（10
（

る
。

　

日
本
へ
帰
国
し
た
後
の
岡
松
と
「
国
際
協
会
」
と
の
関
係
を
示
す
も

の
と
し
て
、「
岡
松
参
太
郎
文
書
」
中
に
は
、
会
へ
の
所
属
と
会
誌
バ
ッ

ク
ナ
ン
バ
ー
販
売
に
つ
い
て
の
「
国
際
協
会
」
か
ら
の
通
知
が
残
っ
て

い
（
（10
（

る
。
日
付
は
、
一
九
〇
六
年
一
〇
月
一
七
日
で
あ
る
が
、
協
会
側
は
、

岡
松
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
岡
松
は
一
八
九
七
／
九
八
年
以
来
会
員

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
年
以
降
の
会
誌
（
す
な
わ
ち
三
号
以
降
）
も
受

け
取
っ
た
は
ず
だ
、
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
入
会
前
の
会
誌
一
、

二
号
も
会
員
価
格
で
購
入
可
能
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、「
岡
松

参
太
郎
文
書
」
中
に
は
、「
国
際
協
会
」
の
会
員
証
が
、
一
八
九
七
／
九

八
年
分
か
ら
一
九
〇
五
／
〇
六
年
分
ま
で
合
計
九
枚
残
っ
て
い

（
（11
（

る
。
筆
跡

が
同
じ
な
の
で
、
お
そ
ら
く
一
時
に
ま
と
め
て
作
成
さ
れ
、
送
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
ろ
う
。
岡
松
の
居
所
表
示
が「
京
都
」と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、

一
括
送
付
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
岡
松
は
年
会
費
を
一
括
し
て
支

払
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
も
、一
九
〇
七
年
二
月
一
八
日
付
で
、

「
国
際
協
会
」
か
ら
岡
松
宛
に
、
一
九
〇
六
／
〇
七
年
分
の
会
費
の
払
い

込
み
を
求
め
る
葉
書

（
（11
（

が
、
ま
た
一
九
〇
八
年
二
月
一
五
日
付
で
、
一
九
〇

七
／
〇
八
年
分
の
会
費
の
払
い
込
み
を
求
め
る
葉
書

（
（11
（

が
届
い
て
い
る
。
一

九
〇
八
年
三
月
七
日
付
で
作
成
さ
れ
た
「
国
際
協
会
」
の
一
九
〇
八
年
分

の
会
員
証
も
あ

（
（11
（

り
、
先
の
請
求
に
岡
松
が
応
じ
て
会
費
を
払
い
込
ん
だ
結
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果
、
会
員
証
が
送
付
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
一
九
〇
八
年
五
月

八
日
付
の
「
国
際
協
会
」
か
ら
の
葉
書

（
（11
（

は
、
一
九
〇
八
／
〇
九
年
分
の
会

費
払
い
込
み
を
請
求
し
、払
い
込
み
が
確
認
さ
れ
次
第
、既
に
出
来
上
が
っ

て
い
る
会
誌
の1908/09 

号
を
送
付
す
る
、
と
伝
え
て
い
る
。

　

更
に
「
国
際
協
会
」
関
係
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
発
足

以
来
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
マ
イ
ヤ
ー
と
の
交
流
で
あ

る
。
一
九
〇
八
年
六
月
の
マ
イ
ヤ
ー
か
ら
京
都
の
岡
松
宛
の
葉

（
（11
（

書
に
は
、

明
治
四
一
年
八
月
二
日
に
受
け
取
っ
た
旨
の
（
お
そ
ら
く
岡
松
に
よ
る
）

書
込
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
マ
イ
ヤ
ー
は
、”U

ntersuchungen über die 

Rechtsgew
ohnheiten der Eingeborenen in Form

osa” 

の
刊
行
を

喜
び
、
著
書
を
送
っ
て
く
れ
る
か
、
ベ
ル
リ
ン
へ
持
っ
て
き
て
く
れ
る
と

あ
り
が
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
マ
イ
ヤ
ー
は
、
ま
も
な
く
ベ
ル
リ
ン

で
岡
松
と
会
え
る
は
ず
と
聞
い
た
、
と
も
述
べ
て
い
る
。
岡
松
の
二
度
目

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
訪
問
を
前
に
し
た
通
信
で
あ
る
が
、「
国
際
協
会
」
の
中

心
人
物
で
あ
っ
た
マ
イ
ヤ
ー
の
岡
松
に
対
す
る
関
心
を
う
か
が
わ
せ
る
。

そ
し
て
実
際
、
岡
松
は
ベ
ル
リ
ン
で
マ
イ
ヤ
ー
と
会
う
こ
と
に
な
る
。
前

述
の
一
九
〇
八
年
七
月
の
晩
餐
会
に
、
岡
松
は
マ
イ
ヤ
ー
を
も
招
待
し
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
マ
イ
ヤ
ー
は
、
招
待
を
受
け
て
出
席
す
る
と

伝
え
て
お
り
、
一
か
月
前
に
岡
松
に
手
紙
を
送
っ
た
が
、
岡
松
は
お
そ
ら

く
（
行
き
違
い
に
な
っ
て
）
受
け
取
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
書
い
て

い
（
（11
（

る
。

　

そ
の
後
の
「
国
際
協
会
」
と
の
関
係
と
し
て
、「
岡
松
参
太
郎
文
書
」

中
に
は
、「
国
際
協
会
」
か
ら
外
国
会
員
に
あ
て
た
ア
ン
ケ
ー
ト
が
残
っ

て
い

（
（11
（

る
。
一
九
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
付
で
、
法
人
概
念
と
法
人
の
国
籍

に
関
す
る
質
問
項
目
が
記
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
一
九
一
三
年
一
〇
月
一

日
付
で
、
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
マ
イ
ヤ
ー
か
ら
岡
松
へ
の
書
簡
が
残
っ
て
い

る
（
（11
（

が
、
そ
こ
で
マ
イ
ヤ
ー
は
、
岡
松
の
情
報
送
付
に
感
謝
し
、
岡
松
が
再

度
ベ
ル
リ
ン
を
訪
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
う
れ
し
い
、
と
書
い
て
い
る
。
お

そ
ら
く
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
へ
の
回
答
に
対
す
る
礼
状
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
れ
も
後
年
に
至
る
ま
で
の
岡
松
と
「
国
際
協
会
」
お
よ
び
マ
イ
ヤ
ー
と

の
つ
な
が
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、
留
学
中
の
岡
松
の
関
心
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、
ベ

ル
リ
ン
と
ハ
レ
に
滞
在
し
て
い
た
間
の
新
聞
の
切
り
抜
き
が
残
っ
て
い
る
。

　
「
岡
松
参
太
郎
文
書
」
に
は
、Berliner Lokal-A

nzeiger

の
購
読
申

込
用
紙
が
あ

（
（11
（

り
、
岡
松
は
こ
の
ベ
ル
リ
ン
の
地
方
紙
を
定
期
購
読
し
た
ら

し
い
。
そ
こ
か
ら
（
一
部
は
確
実
に
、
他
も
お
そ
ら
く
）
の
切
り
抜
き
が

い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
。
日
付
の
判
明
す
る
切
り
抜
き
は
、
ほ
と
ん
ど
一

八
九
七
年
一
一
月
か
ら
一
八
九
八
年
二
月
の
期
間
に
集
中
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
ベ
ル
リ
ン
到
着
後
約
一
年
を
経
過
し
、
ハ
レ
へ
転
じ
る
直
前
の
時

期
に
あ
た
る
。
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切
り
抜
き
の
中
に
は
、
ロ
ー
マ
史
・
ロ
ー
マ
法
学
者
テ
オ
ド
ー
ル
・
モ

ム
ゼ
ン
に
つ
い
て
、
八
〇
歳
の
直
前
に
ベ
ル
リ
ン
の
モ
ム
ゼ
ン
邸
を
訪
問

し
た
記
者
に
よ
る
記
事
が
あ

（
（12
（

り
、ま
た
モ
ム
ゼ
ン
八
〇
歳
祝
賀
の
模
様（
一

八
九
七
年
一
一
月
）
が
、ベ
ル
リ
ン
大
学
文
学
部
の
祝
辞
、エ
ッ
ク
に
よ
っ

て
起
草
さ
れ
た
法
学
部
の
祝
賀
碑
文
、
学
生
団
体
主
催
の
モ
ム
ゼ
ン
祝
宴

M
om

m
sen-K

om
m

ers
な
ど
の
描
写
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い

（
（12
（

る
。
岡

松
の
学
者
ら
し
い
関
心
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
に

つ
い
て
の
切
り
抜
き
（
一
八
九
八
年
二
月
）
も
あ

（
（12
（

り
、
当
時
ま
さ
に
ド
レ

フ
ュ
ス
事
件
の
渦
中
に
あ
っ
た（「
告
発
す
る
」が
公
表
さ
れ
た
の
が
一
月
）

ゾ
ラ
の
質
素
で
規
則
正
し
い
日
常
生
活
を
伝
え
る
フ
ラ
ン
ス
特
派
員
の
報

告
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

更
に
、
膠
州
に
つ
い
て
、
膠
州
湾
周
辺
の
地
勢
な
ど
を
紹
介
し
た
簡
単

な
記
事
の
切
り
抜
き
が
あ

（
（12
（

り
、
ド
イ
ツ
の
東
ア
ジ
ア
進
出
に
岡
松
が
注
意

を
払
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
当
時
は
ち
ょ
う
ど
一
八
九
七
年

一
一
月
に
、
中
国
山
東
省
で
ド
イ
ツ
人
宣
教
師
二
人
が
殺
害
さ
れ
る
事
件

が
発
生
し
、
こ
れ
を
機
に
ド
イ
ツ
は
た
だ
ち
に
膠
州
湾
を
占
領
し
て
い
た

の
で
あ
っ

（
（12
（

た
。

　

し
か
し
こ
う
い
っ
た
学
問
・
政
治
に
関
わ
る
話
題
以
外
に
も
、
切
り
抜

き
の
中
に
は
、
世
界
で
最
も
美
し
い
も
の
は
何
か
、
三
歳
か
ら
一
三
歳
ま

で
の
男
女
の
子
ど
も
に
質
問
し
て
得
ら
れ
た
答
え
に
つ
い
て
の
記

（
（12
（

事
、
ベ

ル
リ
ン
の
初

（
（12
（

雪
、男
女
の
産
み
分
け
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
、ヴ
ィ
ー

ン
大
学
教
授
シ
ェ
ン
クSchenk

の
説
に
つ
い

（
（12
（

て
、
地
球
を
回
る
第
二
の

月
を
発
見
し
た
と
主
張
す
る
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
学
者
の

（
（12
（

話
、
イ
ギ
リ
ス
の
メ

ア
リ
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
な
ど
を
取
り
上
げ
た
女
性
に
対
す
る
賞
賛

と
非

（
（12
（

難
、
キ
ス
に
対
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
税
関
職
員
た
ち
の
戦

（
（13
（

い
、
長

期
間
ベ
ッ
ド
に
い
る
病
人
の
た
め
に
発
明
さ
れ
た
特
殊
な
ピ
ア

（
（13
（

ノ
、
の
記

事
が
あ
り
、
岡
松
の
多
方
面
に
旺
盛
な
好
奇
心
が
透
け
て
見
え
る
。

　

ハ
レ
関
係
の
切
り
抜
き
と
し
て
は
、
ハ
レ
の
地
方
紙
で
あ
るSaale-

Zeitung

か
ら
の
切
り
抜
き
が
残

（
（13
（

る
。
一
八
九
九
年
一
月
一
四
日
付
で
、

内
容
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
国
内
政
治
（
軍
事
法
案
に
つ
い
て
の
帝
国
議
会

で
の
審
議
）、
ベ
イ
ル
ー
ト
に
お
け
る
宗
派
共
通
宗
教
教
育
、
ド
イ
ツ
人

国
外
移
民
の
減
少
、
信
書
の
秘
密
と
政
治
と
の
関
係
の
歴
史
、
フ
ラ
ン
ス

破
棄
院
で
の
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
関
連
の
証
言
聴
取
の
経
過
な
ど
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
統
治
と
保
護
関
税
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
の
論
争
、
ア
フ
リ

カ
の
英
領
植
民
地
に
お
け
る
反
租
税
反
乱
、
等
々
で
あ
る
。
ド
レ
フ
ュ
ス

事
件
と
の
関
係
で
岡
松
の
注
意
を
惹
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
海
外
植
民
地

と
の
関
連
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
た
ハ
レ
滞
在
期
間
か
ら
は
、
選
挙
関
係
の
宣
伝
文
書
が
い
く
つ
か

保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
、Zw

eites sozialdem
okratisches 

Flugblatt
は
。
ハ
レ
と
ザ
ー
レ
・
ク
ラ
イ
ス
の
有
権
者
に
、
一
八
九
八
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年
六
月
一
六
日
の
帝
国
議
会
選
挙
に
つ
い
て
、
選
挙
権
の
意
義
を
解
説
す

る
体
裁
を
と
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
、
編
集
者Fritz K

unnert

（
社
会

民
主
党
）
の
選
挙
宣
伝
で
あ

（
（13
（

る
。H

allesche Blätter

の
特
別
版
は
、
上

記
帝
国
議
会
選
挙
の
決
選
投
票
（
六
月
二
四
日
実
施
予
定
）
に
お
い
て
、

候
補
者Paul D

ugend
（
国
民
自
由
党
）
へ
の
投
票
を
呼
び
か
け
る
内
容

の
も
の
で
、
対
立
候
補
は
上
述
の
社
会
民
主
党
のFritz K

unnert

で
あ

り
、
こ
のBlätter

はK
unnert

と
社
会
民
主
党
へ
の
激
し
い
攻
撃
を
含

ん
で
い

（
（13
（

る
。
岡
松
の
関
心
は
ド
イ
ツ
国
内
政
治
と
選
挙
へ
も
向
け
ら
れ
て

い
た
わ
け
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

我
々
は
、「
岡
松
参
太
郎
文
書
」
中
に
伝
わ
っ
た
史
料
に
よ
り
つ
つ
、

岡
松
参
太
郎
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
を
細
か
く
た
ど
っ
て
き
た
。
大
学
法
学

部
に
お
け
る
個
別
の
講
義
の
聴
講
状
況
や
、
法
学
関
係
の
書
籍
・
雑
誌
の

購
入
状
況
、
更
に
は
学
会
へ
の
入
会
ま
で
判
明
す
る
岡
松
の
ケ
ー
ス
は
、

明
治
期
日
本
人
法
学
者
の
留
学
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
貴
重
な
事
例
で

あ
ろ
う
。

　

岡
松
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
中
、
主
に
ド
イ
ツ
で
勉
学
し
た
が
、
繰
り
返

し
他
の
国
へ
の
巡
歴
を
申
請
し
、
滞
欧
後
期
に
は
イ
タ
リ
ア
を
経
て
、
フ

ラ
ン
ス
へ
移
っ
た
。
ま
た
ド
イ
ツ
で
も
、
留
学
目
的
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て

い
た
民
法
お
よ
び
国
際
私
法
の
授
業
以
外
に
も
、
公
法
や
刑
法
な
ど
幅
広

い
分
野
に
興
味
を
示
し
た
。
こ
う
し
た
軌
跡
は
、
岡
松
の
活
動
的
で
好
奇

心
旺
盛
な
性
格
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
藤
新
平

が
、
台
湾
に
お
け
る
旧
慣
調
査
と
い
う
開
拓
者
的
事
業
に
岡
松
を
ス
カ
ウ

ト
し
た
の
は
、（
学
問
的
な
点
だ
け
で
な
く
）
こ
の
点
で
も
、
適
材
を
射

止
め
た
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
岡
松
の
動
静

は
、
既
に
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
広
範
な
法
比
較
と

り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
法
へ
の
顧
慮
を
欠
か
さ
な
い
彼
の
学
風
や
、
実
際
性
を

重
ん
じ
る
彼
の
姿
勢
と
、
よ
く
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

（
（13
（

る
。

　

岡
松
の
当
時
の
ド
イ
ツ
法
学
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
、

岡
松
が
ヨ
ー
ゼ
フ
・
コ
ー
ラ
ー
お
よ
び
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
リ
ス
ト
の

知
遇
を
得
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
が
、
他
方
で
岡
松
が
彼
ら
の
授
業

に
長
期
に
わ
た
っ
て
参
加
し
た
形
跡
が
な
い
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
に
な
っ

た
。
例
え
ば
、
岡
松
が
コ
ー
ラ
ー
に
師
事
し
た
と
い
う
評
価
は
、
そ
の
限

り
で
相
対
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
九
世

紀
末
ド
イ
ツ
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
か
ら
、
岡
松
は
聴
講
お
よ
び
読
書
を

通
じ
て
多
く
を
学
び
取
る
機
会
を
持
っ
た
。
ま
た
彼
は
ギ
ー
ル
ケ
の
講
義

や
著
書
を
通
じ
て
、
い
わ
ゆ
る
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
の
法
学
に
も
接
触
し
た
。

こ
の
よ
う
な
、
ド
イ
ツ
民
法
典
発
効
前
夜
の
ド
イ
ツ
法
学
と
の
取
り
組
み
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が
、
岡
松
の
後
年
の
台
湾
・
満
州
関
係
の
活
動
に
い
か
な
る
意
義
を
有
し

た
の
か
、
今
後
更
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
１
）
岡
松
参
太
郎
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
春
山
明
哲
『
近
代
日
本
と

台
湾
―
―
霧
社
事
件
・
植
民
地
統
治
政
策
の
研
究
』（
二
〇
〇
八

年　

藤
原
書
店
）
三
〇
〇－
三
一
五
頁
、
和
仁
陽
「
岡
松
参
太
郎 

一
八
七
一
～
一
九
二
一
―
―
法
比
較
と
学
理
と
の
未
完
の
綜
合
―

―
」（
日
本
民
法
学
者
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル　

九
）『
法
学
教
室
』
一

八
三
号
（
一
九
九
五
年
一
二
月
）
七
八－

七
九
頁
、
浅
古
弘
（
研

究
代
表
）『
岡
松
参
太
郎
の
学
問
と
政
策
提
言
に
関
す
る
研
究
』

（
科
研
費
研
究
成
果
報
告
書
）（
二
〇
〇
三
年
）三
〇
九－

三
一
八
、

三
二
四
頁
の
著
作
目
録
お
よ
び
年
譜
を
参
照
。
な
お
、
岡
松
の
日

本
民
法
学
史
上
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
清
水
誠
「
市
民
法
学
者
・

岡
松
参
太
郎
の
こ
と
」（
続
・
市
民
法
の
目　

二
一
）『
法
律
時
報
』

七
三
巻
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
八
四－

八
七
頁
も
参
照
。

（
２
）
北
川
善
太
郎
『
日
本
法
学
の
歴
史
と
理
論　

民
法
学
を
中
心
と

し
て
』（
一
九
六
八
年　

日
本
評
論
社
）
一
三
四
頁
。
瑕
疵
担
保

に
お
い
て
、岡
松
が
、自
己
の
旧
説
に
何
ら
言
及
す
る
こ
と
な
く
、

い
わ
ゆ
る
「
特
定
物
の
ド
グ
マ
」
を
ド
イ
ツ
法
学
か
ら
受
容
し
た

こ
と
に
つ
い
て
、
同
一
一
三－

四
頁
。
ま
た
、
北
川
善
太
郎
「
日

本
民
法
と
ド
イ
ツ
法
―
―
比
較
法
の
視
点
か
ら
」『
民
商
法
雑
誌
』

一
三
一
巻
四
・
五
号
（
二
〇
〇
五
年
）
五
二
五－

五
六
〇
頁
、
五

三
〇
頁
以
下
お
よ
び
北
川
善
太
郎
「
日
本
民
法
学
の
歴
史
と
理
論

―
―
一
研
究
者
の
視
点
か
ら
」
新
井
誠
・
山
本
敬
三
編
『
ド
イ
ツ

法
の
継
受
と
現
代
日
本
法　

ゲ
ル
ハ
ル
ド
・
リ
ー
ス
教
授
退
官
記

念
論
文
集
』（
二
〇
〇
九
年　

日
本
評
論
社
）
一－

三
三
頁
、
三

頁
以
下
も
参
照
。
そ
の
他
、
岡
松
参
太
郎
を
日
本
に
お
け
る
ド
イ

ツ
法
学
受
容
の
最
初
期
に
位
置
づ
け
る
理
解
と
し
て
、
奥
田
昌
道

「
ド
イ
ツ
法
」
伊
藤
正
己
編
『
外
国
法
と
日
本
法
』（
岩
波
講
座　

現
代
法　

一
四
）（
一
九
六
六
年　

岩
波
書
店
）
二
一
八－

二
五

六
頁
、二
二
九
頁
以
下
、お
よ
び
星
野
英
一「
日
本
民
法
学
史（
一
）」

（
民
法
講
義
総
論
八
）『
法
学
教
室
』
八
号
（
一
九
八
一
年
）
三
七

－

四
四
頁
、三
八
頁
以
下
。
ま
た
、『
日
本
の
法
学　

回
顧
と
展
望
』

（
一
九
五
〇
年　

日
本
評
論
社
）
四
五－

四
六
頁
の
末
川
博
の
発

言
も
参
照
。

（
３
）
呉
豪
人
「
ド
イ
ツ
人
種
的
法
学
と
『
臺
湾
私
法
』
の
成
立
」『
比

較
法
史
研
究
』
八
号
（
一
九
九
九
年
）
一
三
六－

一
七
二
頁
。
な

お
、
呉
豪
人
「
フ
ォ
ル
モ
サ
に
お
け
る
日
・
独
・
蘭
法
学
者
の
邂

逅
」『
植
民
地
文
化
研
究
』
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
八
四－

一

九
四
頁
は
、
コ
ー
ラ
ー
と
岡
松
の
関
係
と
親
近
性
を
論
じ
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
ア
ダ
ッ
ト
法
を
研
究
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
法
学
者
フ
ァ

ン
・
フ
ォ
ー
レ
ン
ホ
ー
フ
ェ
ン
を
彼
ら
と
対
置
し
て
い
る
。

（
４
）
中
生
勝
美
「
ド
イ
ツ
比
較
法
学
派
と
台
湾
旧
慣
調
査
」『
歴
史

と
民
族
に
お
け
る
結
婚
と
家
族　

江
守
五
夫
先
生
古
稀
記
念
論
文
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集
』（
二
〇
〇
〇
年　

第
一
書
房
）
三
七
三－

四
〇
〇
頁
。

（
５
）
石
部
雅
亮
「
穂
積
陳
重
と
比
較
法
学
」
滝
沢
正
編
集
代
表
『
比

較
法
学
の
課
題
と
展
望　

大
木
雅
夫
先
生
古
稀
記
念
』（
二
〇
〇

二
年　

信
山
社
）
一
〇
七
―
一
三
五
頁
、
一
三
三
頁
。

（
６
）
西
英
昭
『「
臺
湾
私
法
」
の
成
立
過
程　

テ
キ
ス
ト
の
層
位
学

的
分
析
を
中
心
に
』（
二
〇
〇
九
年　

九
州
大
学
出
版
会
）
三
二

－

三
四
頁
、
一
六
二
頁
。

（
７
）
春
山
明
哲
、前
掲
書
（
注
１
）
三
〇
四
頁
。
ま
た
、鈴
木
一
郎
「
後

藤
新
平
と
岡
松
参
太
郎
に
よ
る
旧
慣
調
査（
一
）―
台
湾
の
場
合
」

『
東
北
学
院
大
学
法
学
政
治
学
研
究
所
紀
要
』八
号（
二
〇
〇
〇
年
）

四
一－

七
一
頁
、
六
九
頁
も
参
照
。

（
８
）
岡
松
参
太
郎『
台
湾
番
族
慣
習
研
究
』第
一
巻（
一
九
二
一
年
）

叙
言
八
頁
「
…
明
治
四
十
一
年
予
再
ヒ
独
逸
ニ
遊
ヒ
伯
林
ニ
舊
師

K
ohler

教
授
ヲ
訪
ヒ
談
偶
々
予
カ
臺
灣
舊
慣
調
査
ノ
業
ニ
及
フ

ヤ
教
授
ハ
予
ニ
番
族
慣
習
ノ
調
査
ヲ
慫
慂
シ
且
其
漢
俗
ノ
調
査
ニ

比
シ
却
テ
歐
洲
學
界
ヲ
稗
益
ス
ル
ノ
大
ナ
ル
ヘ
キ
ヲ
告
ケ
ラ
ル
、

…
」。

（
９
）
寄
贈
さ
れ
た
図
書
・
資
料
の
概
観
と
し
て
、
浅
古
弘
「
岡
松
家

旧
蔵
図
書
・
文
書
資
料
の
こ
と
」『
書
斎
の
窓
』
五
〇
五
号
（
二

〇
〇
一
年
）
六－

一
〇
頁
を
参
照
。

（
10
）
浅
古
弘
（
研
究
代
表
）
前
掲
（
注
１
）。
ま
た
共
同
研
究
の
メ

ン
バ
ー
を
報
告
者
（
浅
古
弘
・
岡
松
暁
子
・
浦
川
道
太
郎
・
岡
本

真
希
子
・
小
林
英
夫
）
と
し
て
法
制
史
学
会
第
五
五
回
総
会
（
二

〇
〇
三
年
四
月
）
で
行
わ
れ
た
ミ
ニ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
岡
松
参

太
郎
の
学
問
と
政
策
提
言
」
に
つ
い
て
は
、『
法
制
史
研
究
』
五

四
号
（
二
〇
〇
四
年
）
二
七
八－

二
八
一
頁
の
要
旨
を
参
照
。
同

様
に
共
同
研
究
の
メ
ン
バ
ー
（
岡
松
暁
子
・
浅
古
弘
・
岡
本
真
希

子
・
春
山
明
哲
）
が
報
告
し
た
、
日
本
台
湾
学
会
第
五
回
学
術
大

会
第
三
分
科
会
「
法
学
博
士
・
岡
松
参
太
郎
と
台
湾
総
督
府
の
立

法
政
策
」
に
つ
い
て
は
、
春
山
明
哲
「
台
湾
旧
慣
調
査
の
歴
史
的

意
義
」西
川
潤
・
蕭
新
煌
編『
東
ア
ジ
ア
新
時
代
の
日
本
と
台
湾
』

（
台
湾
研
究
叢
書
四
）（
二
〇
一
〇
年　

明
石
書
店
）
三
二
七－

三

四
六
頁
、
三
三
四
頁
の
言
及
を
参
照
。

（
11
）
藤
野
奈
津
子
「
岡
松
参
太
郎
と
ロ
ー
マ
法
研
究
―
―
『
岡
松
参

太
郎
文
書
』
の
手
稿
か
ら
み
え
て
く
る
も
の
―
―
」『
千
葉
商
大

論
叢
』
四
八
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
五
七－

八
四
頁
、
岡
本
真

希
子
「
植
民
地
統
治
初
期
台
湾
に
お
け
る
内
地
人
の
政
治
・
言
論

活
動　

六
三
法
体
制
を
め
ぐ
る
相
剋
」『
社
会
科
学
』（
同
志
社
大
）

八
六
号
（
二
〇
一
〇
年
）
九
一－

一
二
三
頁
、
関
口
浩
「「
蕃
族

調
査
報
告
書
」
の
成
立
―
―
岡
松
参
太
郎
文
書
を
参
照
し
て
」『
成

蹊
大
学
一
般
研
究
報
告
』四
六
号（
二
〇
一
二
年
）一－

四
〇
頁
、

陳
宛
妤
「
植
民
地
台
湾
に
お
け
る
担
保
法
と
社
会
─
日
治
法
院
文

書
の
分
析
を
中
心
に
─
（
一
）・（
二
）」『
法
学
論
叢
』
一
七
二
巻

一
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
九－

六
三
頁
、
一
七
二
巻
三
号
（
二
〇

一
二
年
）
六
七－

九
六
頁
。

（
12
）
浅
古
弘
、
前
掲
（
注
１
）
お
よ
び
浅
古
弘
「
解
説
」、
早
稲
田
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大
学
図
書
館
・
早
稲
田
大
学
東
ア
ジ
ア
法
研
究
所
編
『
早
稲
田
大

学
図
書
館
所
蔵　

岡
松
参
太
郎
文
書
目
録
』（
二
〇
〇
八
年　

雄

松
堂
）、xii

頁
。
ま
た
、
浅
古
弘
「
穂
積
・
岡
松
論
に
寄
せ
て
―

石
部
報
告
へ
の
コ
メ
ン
ト
」
早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
編
『
日

本
法
の
国
際
的
文
脈
―
西
欧
・
ア
ジ
ア
と
の
連
鎖
―
』（
早
稲
田

大
学
比
較
法
研
究
所
叢
書
三
二
）
一
〇
四－

一
〇
八
頁
、
一
〇
六

－

一
〇
七
頁
。
岡
松
と
コ
ー
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
石
部
雅
亮
「
明

治
期
の
日
本
法
学
の
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
―
穂
積
陳
重
・
岡
松

参
太
郎
と
ヨ
ー
ゼ
フ
・
コ
ー
ラ
ー
」
同
書
、
九
一－

一
〇
三
頁
、

九
九－

一
〇
〇
頁
も
参
照
。

（
13
）
明
治
・
大
正
期
の
日
本
人
法
学
者
の
留
学
事
例
と
し
て
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
の
は
、
穂
積
陳
重
の
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ド
イ
ツ
へ
の

渡
航
で
あ
る
。
穂
積
重
行
『
明
治
一
法
学
者
の
出
発
―
―
穂
積
陳

重
を
め
ぐ
っ
て
―
―
』（
一
九
八
八
年　

岩
波
書
店
）。
特
に
岡
松

と
の
比
較
と
い
う
点
で
興
味
深
い
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
け
る
留

学
生
活
（
一
八
八
〇－

一
八
八
一
年
）
に
つ
い
て
、
同
書
、
二
二

五－

二
五
九
頁
。
な
お
、
幕
末
以
降
の
近
代
留
学
史
一
般
に
つ
い

て
は
、
石
附
實
『
近
代
日
本
の
海
外
留
学
史
』（
一
九
七
二
年　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）、
渡
辺
實
『
近
代
日
本
海
外
留
学
生
史　

上
・

下
』（
一
九
七
七－

七
八
年　

講
談
社
）、
辻
直
人
『
近
代
日
本
海

外
留
学
の
目
的
変
容　

文
部
省
留
学
生
の
派
遣
実
態
に
つ
い
て
』

（
二
〇
一
〇
年　

東
信
堂
）
を
参
照
。

（
14
）
一
八
九
六
年
七
月
一
〇
日
付
で
、
マ
ル
セ
イ
ユ
の
ホ
テ
ル
の
請

求
書
が
残
っ
て
い
る
。
宛
先
は
井
上
密
に
な
っ
て
お
り
、
一
行
の

費
用
が
ま
と
め
て
請
求
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。「
岡
松
参
太
郎
文

書
」R-56 (0499/0892): J1, 4-66. 

以
下
、「
岡
松
参
太
郎
文
書
」

中
の
史
料
の
引
用
は
、
リ
ー
ル
番
号
等
の
み
で
行
う
。

（
15
）R

-69 (0001-0069/0658): K
56, R

-69 (0070-0096/0658): 
K

57.

（
16
）
な
お
、
ベ
ル
リ
ン
で
の
最
初
の
住
所
は
、W

interfeldstr.24, 
Leitner

方
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
後
掲
の
申
報
書
よ
り
知

ら
れ
る
（
一
八
九
七
年
一
月
時
点
で
の
住
所
）。
ま
た
、R-56 

(0621/0892): J1, 5-11

に
も
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
住
所
と
し
て

bei Frau D
irektor Leitner, W

interfeldstr.24 III

と
記
入
さ

れ
て
い
る
。

（
17
）U

niversitätsarchiv der H
um

boldt U
niversität. 

M
atrikel der F

riedrich-W
ilhelm

s-U
niversität, N

r. 79, 
O

ktober 1896 (M
atrikelnr. 1-1420), N

r. 534

（
高
根
）, 535

（
岡
松
）, 536

（
井
上
）, 537

（
松
山
）．
な
お
、
織
田
萬
は
当
初
パ

リ
に
留
学
し
た
た
め
、
一
行
と
は
フ
ラ
ン
ス
で
別
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
松
山
陽
太
郎
は
、
内
科
学
研
究
の
た
め
ド
イ
ツ
へ
私
費

留
学
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
大
学
で
博
士
号
を
取
得
し
て
一
九

〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
に
帰
国
し
た
後
、
東
京
慈
恵
医
院
医
学
専

門
学
校
教
授
な
ど
を
つ
と
め
た
。
渡
辺
實
、前
掲
書（
注
13
）、下
、

七
一
三
頁
。

（
18
）
高
根
は
「
教
員Lehrer

」、
井
上
は
「
官
吏Beam

ter

」、
松
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山
は
「
医
師A

rzt

」
と
申
告
。
四
人
と
も
出
身
は
「
日
本

Japan

」
と
す
る
。
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
前
の
学
校
に
つ
い
て
は
、

四
人
と
も
申
告
し
て
い
な
い
。

（
19
）
退
学
の
日
付
は
、
高
根
＝
一
八
九
八
年
一
二
月
二
日
、
岡
松
＝

一
八
九
八
年
四
月
一
八
日
、
井
上
＝
一
八
九
八
年
四
月
二
五
日
、

松
山
＝
一
八
九
七
年
三
月
二
四
日
。

（
20
）R-56 (0271/0892): J1, 3-23.　

申
報
書
の
記
載
要
領
が
、

R-56 (0314/0892): J1, 4-12
に
含
ま
れ
て
い
る
。

（
21
）R-56 (0575-0581/0892): J1, 5-1.　

こ
れ
は
大
学
事
務
局
で
な

く
学
生
に
よ
っ
て
保
管
さ
れ
る
記
録
で
あ
る
が
、
岡
松
の
場
合
、

「
岡
松
参
太
郎
文
書
」
中
に
保
存
さ
れ
て
伝
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
22
）
な
お
、
岡
松
の
師
で
あ
る
穂
積
陳
重
の
場
合
は
、
聴
講
終
了
申

請
ま
で
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
穂
積
重
行
、前
掲
書（
注
13
）、

二
三
五
頁
以
下
。

（
23
）V

erzeichnis der V
orlesungen der Friedrich-W

ilhelm
s-

U
niversität zu Berlin, W

intersem
ester 1896/97.

（
24
）
後
期
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
を
代
表
す
る
学
者
の
一
人
で
あ
っ

た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
デ
ル
ン
ブ
ル
クH

einrich D
ernburg

（
一

八
二
九－

一
九
〇
七
年
）
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、

G
erd K

le
in
h
e
y
e
r/ Jan S

c
h
r
ö
d
e
r (H

rsg.), D
eutsche 

und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten, 4. 
A

ufl., H
eidelberg 1996, S. 473; M

ichael S
t
o
lleis (H

rsg.), 
Juristen. Ein biographisches Lexikon. V

on der A
ntike 

bis zum
 20. Jahrhundert, M

ünchen 1995, S. 168f. (K
laus 

L
u
ig); H

andw
örterbuch für deutsche Rechtsgeschichte, 

2. A
ufl., Bd. 1, Berlin 2006, Sp. 954f. (M

artin A
v
en
a
riu
s). 

デ
ル
ン
ブ
ル
ク
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
教
科
書
は
日
本
語
訳
も
さ
れ
て

い
た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
デ
ル
ン
ブ
ル
ヒ
（
副
島
義
一
他
訳
）『
独

逸
民
法
論
』
全
四
巻
（
一
八
九
九
年　

東
京
専
門
学
校
出
版
部
）。

こ
の
翻
訳
に
寄
せ
た
序
文
で
穂
積
陳
重
は
、
同
書
を
、
ヴ
ィ
ン
ト

シ
ャ
イ
ト
を
超
え
て
現
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
パ
ン
デ
ク
テ
ン
」

論
の
最
上
の
も
の
と
見
な
し
て
い
る
。
穂
積
陳
重
「
独
逸
民
法
論

序
」『
穂
積
陳
重
遺
文
集　

第
二
冊
』（
一
九
三
二
年　

岩
波
書
店
）

四
一
八－

四
二
四
頁
、
四
二
〇
頁
以
下
。
東
京
帝
国
大
学
で
の
講

義
に
際
し
て
富
井
政
章
が
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
を
し
ば
し
ば
引
用
し
て

い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
日
本
の
法
学　

回
顧
と
展
望
』
四
一

頁
の
牧
野
英
一
の
発
言
を
参
照
。
牧
野
は
、
ド
イ
ツ
語
が
読
め
な

か
っ
た
富
井
の
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
引
用
は
、
前
掲
邦
訳
に
依
拠
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
な
お
、
岡
松
よ
り
先
に
同
じ

く
ベ
ル
リ
ン
に
留
学
し
た
穂
積
陳
重
は
、
前
掲
序
文
の
中
で
回
想

し
て
、
正
式
の
聴
講
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、や
は
り
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
の
講
筵
に
侍
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

穂
積
陳
重
、
前
掲
、
四
二
三
頁
、
石
部
雅
亮
、
前
掲
（
注
５
）、

一
二
九
頁
。

（
25
）
コ
ー
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、G. K

lein
h
ey
er/ J. 

S
ch
rö
d
er, a. a. O

.（
注
24
）, S. 490; M

.S
t
o
lleis, a. a. O

.（
注
24
）, 
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S. 351f. (K
.L
u
ig); H

andw
örterbuch für deutsche 

Rechtsgeschichte, 1. A
ufl., Bd. 2, Berlin 1978, Sp. 925ff. 

(A
dalbert E

rler); 2. A
ufl., Bd. 2, Berlin 2012, Sp. 1936 

(Sérgio Fernandes F
o
rt
u
n
a
t
o). 

コ
ー
ラ
ー
の
比
較
法
学
に

つ
い
て
は
、
千
葉
正
士
『
現
代
・
法
人
類
学
』（
一
九
六
九
年　

北
望
社
）
六
二－
六
六
頁
、
五
十
嵐
清
『
比
較
法
学
の
歴
史
と
理

論
』（
一
九
七
七
年　

一
粒
社
）
三
二－

四
〇
頁
、
石
部
雅
亮
、

前
掲
（
注
５
）、
一
一
八
頁
以
下
を
参
照
。
ま
た
、
コ
ー
ラ
ー
を

東
京
大
学
に
教
師
と
し
て
招
聘
す
る
計
画
が
一
八
八
六
年
以
降
存

し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、石
部
雅
亮
、前
掲
（
注
５
）、一
一
七
頁
。

（
26
）
前
掲V

erzeichnis

（
注
23
）.

（
27
）R-66 (0001-0481/0777): K

38.

（
28
）R-69 (0097-0139/0658): K

58.

（
29
）R-69 (0140-0180/0658): K

59.

（
30
）R-69 (0181-0214/0658): K

60.

（
31
）R-69 (0215-0257/0658): K

61.

（
32
）R

-69 (0215-0257/0658): K
62, R

-69 (0288-0303/0658): 
K

63. 

他
に
日
付
の
な
い
ド
イ
ツ
語
、
ラ
テ
ン
語
、
イ
タ
リ
ア
語

の
学
習
ノ
ー
ト
が
い
く
つ
か
伝
わ
る
。

（
33
）R-56 (0278/0892): J1, 3-29.

（
34
）R-56 (0272/0892): J1, 3-24. 

こ
れ
の
草
稿
と
思
わ
れ
る
も
の
、

R-56 (0273/0892): J1, 3-25.

（
35
）R-56 (0279/0892): J1, 3-30.

（
36
）R-56 (0229-0231/0892): J1, 3-5.

（
37
）R-56 (0276/0892): J1, 3-27.

（
38
）R-67 (0001-0337/0834): K

40. 

ギ
ー
ル
ケ
に
つ
い
て
は
、
さ

し
あ
た
り
、G. K

lein
h
ey
er/J. S

ch
rö
d
er, a. a. O

.（
注
24
）, S. 

146ff.; M
. S
t
o
lle

is, a. a. O
.（

注
24
）, S. 232ff. (G

erhard 
D
ilch

er). 

日
本
に
お
け
る
最
近
の
研
究
と
し
て
、
遠
藤
泰
弘

『
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル
ケ
の
政
治
思
想
』（
二
〇
〇
七
年

　

国
際
書
院
）。

（
39
）R-67 (0571-0815/0834): K

42.

（
40
）R-67 (0338-0570/0834): K

41. 

フ
ラ
ン
ス
民
法
の
研
究

な
ど
で
知
ら
れ
る
ク
ロ
ー
メ
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、

N
eue D

entsche Biographie, Bd. 3, Berlin 1957, S. 421f. 
(H

einrich H
u
bm
a
n
n) 

を
参
照
。

（
41
）R-66 (0482-/0777): K

39.

（
42
）1. Buch Einleitung 

を
欠
く
が
、2. Buch D

as allgem
eine 

Staatsrecht, 3. Buch D
as deutsche Reichsstaatsrecht, 4. 

Buch Landesstaatsrecht 

を
含
む
。

（
43
）R-68 (0345-0372/0786): K

48.

（
44
）R-68 (0324-0344): K

47. 

教
会
法
学
者
で
政
治
家
と
し
て
も
活

動
し
た
パ
ウ
ル
・
ヒ
ン
シ
ウ
ス
（
一
八
三
五－

一
八
九
八
年
）
に

つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、G. K

lein
h
ey
er/J. S

ch
rö
d
er, a. a. 

O
.（

注
24
）, S. 187ff.

（
45
）R-56 (0258/0892): J1, 3-19. 

こ
の
計
算
に
用
い
た
と
思
わ
れ
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る
、
外
国
旅
費
規
則
、R-56 (0259/0892): J1, 3-20.

（
46
）R-56 (0257/0892): J1, 3-18.　

こ
の
と
き
の
巡
歴
で
使
用
さ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
鉄
道
切
符
綴
り
も
残
っ
て
お
り
、
一
八
九

八
年
六
月
四
日
ま
で
六
〇
日
間
有
効
（
つ
ま
り
四
月
初
め
に
作
成

さ
れ
た
）
で
、
旅
程
は
、
お
お
よ
そBerlin－

D
resden－

W
ien 

－
 Linz －

 Salzburg －
 M

ünchen －
 H

alle 

と
な
っ
て
い

る
。R-56 (0342/0892): J1, 4-20. 

な
お
、
岡
松
は
、
別
に
学
資

増
給
も
願
い
出
た
よ
う
で
あ
る
が
、
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年

四
月
一
二
日
付
の
文
部
省
通
知
は
、こ
れ
を
不
許
可
と
し
て
い
る
。

R-56 (0252/0892): J1, 3-16.

（
47
）U

niversitätsarchiv der H
um

boldt U
niversität. 

U
niversitäts-Registrator Littr.A

, N
o. 6, V

ol. 1184, A
cta 

der K
önigl. Friedrich-W

ilhelm
s-U

niversität zu Berlin, 
betreffend: A

bgangs-Zeugnisse vom
 18. A

pril 1898 bis 
21. A

pril 1898, enthaltend N
o. 1-73, Fortsezt.V

ol. 1166, 
N

o. 10.

（
48
）U

niversitätsarchiv der H
um

boldt U
niversität. 

U
niversitäts-Registrator Littr.A

, N
o.6, V

ol. 1141, A
cta 

der K
önigl. Friedrich-W

ilhelm
s-U

niversität zu Berlin, 
betreffend: A

bgangs-Zeugnisse vom
 24. M

ärz 1897 bis 
25. M

ärz 1897, t-g, enthaltend N
o. 1-75, Fortsez. V

ol. 
1123, N

o. 24.

（
49
）R-56 (0582-0584/0892): J1, 5-2.

（
50
）
ハ
レ
に
お
け
る
住
所
は
、Sophienstr.17

で
あ
っ
た
ら
し
い
。

一
八
九
八
年
一
一
月
お
よ
び
一
八
九
九
年
一
月
消
印
の
「
国
際
協

会
」（
後
述
）
か
ら
岡
松
宛
郵
便
の
宛
先
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

R-56 (0530/0892): J1, 4-70, R-56 (0534/0892): J1, 4-72. 

な

お
、
一
八
九
八
年
一
〇
月
消
印
で
「
国
際
協
会
」
か
ら
岡
松
に
宛

て
ら
れ
た
郵
便
の
宛
先
は
ベ
ル
リ
ン
の
住
所
（Jägerstr.61a

）

に
な
っ
て
い
る
。R-56 (0532/0892): J1, 4-71.

（
51
）U

niversitätsarchiv der U
niversität H

alle-W
ittenberg, 

A
lbu

m der U
niversität H

alle-W
ittenberg pro 1896-1898, 

1898, N
o. 344.

（
52
）R-56 (0618-0620/0892): J1, 5-10.

（
53
）A

. a. O
.（

注
51
）, N

o. 346.

（
54
）A

. a. O
.（

注
51
）, N

o. 345.

（
55
）
岡
田
朝
太
郎
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
小
林
好
信
「
岡
田

朝
太
郎
の
刑
法
理
論
」
吉
川
経
夫
他
編
著
『
刑
法
理
論
史
の
総
合

的
研
究
』（
一
九
九
四
年　

日
本
評
論
社
）
一
七
七－

二
一
三
頁

を
参
照
。

（
56
）
岡
田
朝
太
郎
「
刑
法
非
改
正
論
を
評
す
」『
法
律
新
聞
』
二
〇

号（
一
九
〇
一
年
）一－

四
頁
、岡
松
参
太
郎「
刑
法
改
正
反
対
論
」

同
四－

五
頁
、岡
田
朝
太
郎「
岡
松
君
に
」『
法
律
新
聞
』二
一
号（
一

九
〇
一
年
）
四－

五
頁
、
岡
松
参
太
郎
「
再
ひ
刑
法
改
正
の
順
序

に
就
き
て
」『
法
律
新
聞
』
二
二
号
（
一
九
〇
一
年
）
二－

三
頁
。

（
57
）R-7:B69. 

こ
の
書
簡
に
つ
い
て
は
、
浅
古
弘
代
表
、
前
掲
（
注
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１
）、
三
二
九
頁
、
西
英
昭
「
岡
田
朝
太
郎
に
つ
い
て
」『
法
史
学

研
究
会
会
報
』
一
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
五
一－

一
六
九
頁
、

一
六
〇
頁
も
参
照
。

（
58
）R-56 (0585-0593/0892): J1, 5-3.

（
59
）R-68 (0046-0297/0786): K

45. 

ド
イ
ツ
民
法
典
編
纂
後
に
刊

行
さ
れ
た
民
法
教
科
書
な
ど
で
知
ら
れ
る
エ
ン
デ
マ
ン
に
つ
い
て

は
、
さ
し
あ
た
り
、N

eue D
entsche Biographie, Bd. 4, Berlin 

1959, S. 491 (H
erm

ann N
o
lt
e).

（
60
）R-66 (0482- /0777): K

39.

（
61
）R-67 (0816-0834/0834): K

43.

（
62
）R-68 (0001-0045/0786): K

44. 
法
哲
学
・
法
学
方
法
論
の
仕

事
で
知
ら
れ
る
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、G. 

K
lein

h
ey
er/ J. S

ch
rö
d
er, a. a. O

.（
注
24
）, S. 386ff.

（
63
）R-56 (0615/0892): J1, 5-8.

（
64
）
牧
野
英
一
「
故
岡
松
博
士
の
憶
ひ
出
」『
法
学
志
林
』
二
四
巻

二
号
（
一
九
二
二
年
）
一
二
一－

一
二
八
頁
、
一
二
六
頁
。

（
65
）
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、H

andw
örterbuch 

für deutsche Rechtsgeschichte, 1. A
ufl., Bd. 3, Berlin 

1984, Sp. 11ff. (W
olfgang N

a
u
c
k
e); G

. K
le
in
h
e
y
e
r/ J. 

S
ch
rö
d
er, a. a. O

.（
注
24
）, S. 248ff., M

. S
t
o
lleis, a. a. O

.（
注

24
）, S. 381f. (R. H

a
rzer).

（
66
）
浅
古
弘
代
表
、
前
掲
（
注
１
）、
三
二
四
頁
。

（
67
）R-5 (0118/0663): B3, 17. 

晩
餐
会
に
つ
い
て
は
、浅
古
弘
「
解

説
」（
注
12
）xii

頁
、
お
よ
び
同
「
コ
メ
ン
ト
」（
注
12
）
一
〇

七
頁
も
参
照
。

（
68
）
石
部
雅
亮
、
前
掲
（
注
５
）、
一
一
六
頁
以
下
。

（
69
）R-5 (0124/0663): B3, 19.

（
70
）R-56 (0684/0892): J2, 9-3.

（
71
）R-56 (0683/0892): J2, 9-2.

（
72
）R-56 (0846/0892): J3, 3.

（
73
）
そ
の
他
、
岡
松
の
（
リ
ス
ト
お
よ
び
コ
ー
ラ
ー
の
墓
前
へ

の
）
花
環
献
呈
に
つ
い
て
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、O

stasiatische 
Rundschau

と
二
三
のBlätter

で
し
か
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な

い
が
、
ド
イ
ツ
の
プ
レ
ス
で
よ
り
広
く
報
道
さ
れ
る
よ
う
働
き
か

け
る
つ
も
り
で
あ
る
、
と
伝
え
る
フ
ォ
ン
・
プ
ス
タ
ウ
か
ら
岡
松

へ
の
手
紙
（
一
九
二
一
年
八
月
二
四
日
付
）R-56 (0850/0892): 

J3, 6 

お
よ
び
、岡
松
の
（
リ
ス
ト
お
よ
び
コ
ー
ラ
ー
墓
前
へ
の
）

花
環
献
呈
が
わ
ず
か
なBlätter

で
し
か
報
じ
ら
れ
て
い
な
い
現

状
を
詫
び
、
更
に
広
く
報
道
さ
れ
る
よ
う
可
能
な
限
り
努
め
る
こ

と
を
約
束
す
る
フ
ォ
ン
・
プ
ス
タ
ウ
か
ら
岡
松
へ
の
手
紙
（
一
九

二
一
年
九
月
九
日
付
）R-56 (0855/0892): J3, 8

も
参
照
。

（
74
）R-56 (0232-0235/0892): J1, 3-6.

（
75
）R-56 (0242/0892): J1, 3-11. 

こ
の
願
い
の
付
記
と
思
わ
れ
る

も
の
と
し
て
、R-56 (0243/0892): J1, 3-12 

。
そ
こ
で
は
、
民

法
及
び
国
際
私
法
研
究
の
た
め
、
ド
イ
ツ
留
学
を
命
じ
ら
れ
て
、

二
年
間
、
ド
イ
ツ
の
諸
大
学
で
も
っ
ぱ
ら
民
法
の
研
究
に
従
事
し
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て
き
た
。
し
か
し
、
国
際
私
法
は
事
情
が
異
な
る
。
ド
イ
ツ
の
二

五
の
大
学
の
う
ち
、
国
際
私
法
の
課
程
を
設
け
て
い
る
の
は
五
、

六
に
過
ぎ
ず
、
特
に
正
課
と
し
て
講
義
を
設
け
て
い
る
の
は
、
ベ

ル
リ
ン
、
ハ
レ
な
ど
一
、
二
の
大
学
に
過
ぎ
な
い
。
従
来
、
ド
イ

ツ
で
民
法
を
学
ん
で
き
た
が
、
ド
イ
ツ
の
法
学
は
国
際
私
法
に
関

し
て
は
、
甚
だ
振
る
わ
ず
、
講
義
も
浅
薄
、
学
者
も
ま
た
著
書
そ

の
他
の
教
材
も
寥
寥
た
る
有
様
で
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
で
は
国
際
私

法
研
究
の
目
的
は
達
成
し
が
た
い
。
そ
こ
で
、
残
余
の
期
間
は
、

近
時
公
法
研
究
の
発
達
著
し
い
フ
ラ
ン
ス
、イ
タ
リ
ア
に
転
学
し
、

公
法
を
研
究
し
、
か
つ
国
際
私
法
研
究
も
行
い
、
更
に
フ
ラ
ン
ス

語
・
イ
タ
リ
ア
語
の
修
業
も
し
た
い
、
と
い
う
。 

更
に
、
巡
歴

願
と
も
併
せ
た
草
稿
と
思
わ
れ
る
も
の
、R-56 (0244/0892): J1, 

3-13. 

（
76
）R-56 (0240/0892): J1, 3-9. 

こ
の
願
い
の
付
記
と
思
わ
れ
る

も
の
、R-56 (0241/0892): J1, 3-10.　

こ
こ
で
も
国
際
私
法
研

究
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
77
）R-56 (0280/0892): J1, 3-31.

（
78
）R-56 (0281/0892): J1, 3-32.

（
79
）R-56 (0282/0892): J1, 3-33.　

上
述
の
転
学
許
可
を
受
け
て

作
成
さ
れ
た
、
最
終
帰
国
旅
程
途
中
の
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
巡

歴
の
申
込
書
の
草
稿
も
伝
わ
っ
て
い
る
。R-56 (0248-250/0892): 

J1, 3-14.　

そ
の
旅
費
計
算
に
用
い
た
と
思
わ
れ
る
文
部
省
旅
費

計
算
方
、R-56 (0251/0892): J1, 3-15.

（
80
）R-56 (0465-0482/0892): J1, 4-54.　

残
っ
た
鉄
道
切
符
の
半

券
か
ら
知
ら
れ
る
経
路
は
、Berlin A

nh. Bhf.－
H

alle a./S.－
Leipzig (M

agdbg. Bhf.)－
D

resden A
ltstadt－

Bodenbach-
T

etschen.－
W

ien - M
estre - V

enezia - Bologna - Firenze 
－

R
om

a－
Pisa C

entr.－
G

enova P.P.－
M

ilano C
entr.－

M
ilano－

Chiasso－
Luzern 

（
以
下
は
不
確
か
）－

Genève－
Lausanne－

Rom
ont－

Freiburg－
Bern

と
な
る
。
ベ
ル
リ

ン
を
出
発
し
、北
・
中
部
イ
タ
リ
ア
を
経
て
、ス
イ
ス
各
地
を
巡
っ

た
の
で
あ
る
。

（
81
）R-56 (0225-0227/0892): J1, 3-3.

（
82
）R-56 (0268/0892): J1, 3-21.

（
83
）R-69 (0304-0356/0658): K

64.

（
84
）R-69 (0357-0391/0658): K

65.

（
85
）R-69 (0392-0459/0658): K

66.

（
86
）R-56 (0221-0224/0892): J1, 3-2.

（
87
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
文
部
大
臣
犬
養
毅
名
の
留
学
延

長
命
令
も
参
照
。R-56 (0225-0227/0892): J1, 3-3.

（
88
）
一
八
九
七
年
四
月
二
二
日
の
領
収
書R-56 (0191/0892): J1, 

2-13.

（
89
）
一
八
九
七
年
五
月
一
二
日
の
請
求
書R-56 (0185/0892): J1, 

2-7.
（
90
）
一
八
九
七
年
一
二
月
一
六
日
の
領
収
書R-56 (0179/0892): 

J1, 2-3.
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（
91
）
一
八
九
八
年
一
月
一
日
の
請
求
書
。
こ
れ
に
よ
る
と

Regelsberger, Pandekten I 

は
、
一
八
九
七
年
五
月
一
七
日

に
、Berner, Strafrecht

は
一
八
九
七
年
七
月
一
〇
日
に
購
入

さ
れ
て
い
る
。R-56 (0192/0892): J1, 2-14.

（
92
）
一
八
九
八
年
三
月
三
一
日
の
領
収
書R-56 (0188/0892): J1, 

2-10.

（
93
）
一
八
九
八
年
四
月
七
日
の
請
求
書R-56 (0337/0892): J1, 

4-18.

（
94
）R-70 (0001-0422/0897): K

75, K
76, K

77.

（
95
）A

lessandro M
anzoni, I prom

essi sposi . 

一
八
九
八
年

五
月
六
日
の
領
収
書R-56 (0180/0892): J1, 2-4.　

Petrarca, 
Rim

e. 

一
八
九
八
年
五
月
一
二
日
の
勘
定
書R-56 (0201/0892): 

J1, 2-21.

（
96
）
一
八
九
八
年
五
月
一
四
日
の
勘
定
書
（
ベ
ル
リ
ン
の
書
店

Paul Lehm
ann

）R-56 (0204/0892): J1, 2-23. 
岡
松
は
ち
ょ
う

ど
同
時
期
に
、
ハ
レ
大
学
で
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
の
民
法
実
習
を
履
修

し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
授
業
の
教
材
と
し
て
購
入
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

（
97
）
一
八
九
八
年
五
月
二
〇
日
の
請
求
書
（
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
書
店

か
ら
ハ
レ
の
岡
松
へ
）R-56 (0206/0892): J1, 2-25. N

iem
eyer

のPrivatrecht

は
引
き
続
き
送
る
、
と
い
う
。

（
98
）
一
八
九
八
年
六
月
一
日
の
請
求
書
（
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
書
店
か

ら
ハ
レ
の
岡
松
へ
）R-56 (0205/0892): J1, 2-24.　

こ
こ
に
欠

け
て
い
る
タ
イ
ト
ル
は
在
庫
が
な
く
、
新
た
に
取
り
寄
せ
る
必
要

が
あ
る
と
書
か
れ
て
お
り
、
岡
松
は
こ
れ
以
外
に
も
発
注
し
た
よ

う
で
あ
る
。

（
99
）
一
八
九
八
年
六
月
一
八
日
の
勘
定
書
（
ベ
ル
リ
ン
の
書
店

Paul Lehm
ann

か
ら
ハ
レ
の
岡
松
へ
）R-56 (0207/0892): J1, 

2-26.

（
100
）
一
八
九
八
年
七
月
九
日
の
勘
定
書
（
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
書
店

か
ら
ハ
レ
の
岡
松
へ
）R-56 (0200/0892): J1, 2-20.　

こ
の

他
、
一
八
九
八
年
一
二
月
二
一
日
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
書
店
か
ら

ベ
ル
リ
ン
の
岡
松
へ
の
手
紙
は
、
岡
松
が
購
入
を
希
望
し
た
雑

誌
（Seufferts A

rchiv für Entscheidungen der obersten 
Gerichte in den deutschen Staaten; Jherings Jahrbücher 
des röm

ischen Rechts

）
の
古
書
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て

知
ら
せ
て
い
る
。R-56 (0186/08929): J1, 2-8. 

な
お
、
日
本
へ

の
帰
国
時
期
が
決
定
し
た
後
、
岡
松
は
民
法
・
国
際
私
法
関
係
の

フ
ラ
ン
ス
語
文
献
を
何
冊
か
購
入
し
て
い
る
。R-56 (0331/0892): 

J1, 4-14

（
一
八
九
九
年
六
月
二
日
付
の
請
求
書
）.

（
101
）
こ
の
協
会
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、Elm

ar W
a
d
le, Einhundert 

Jahre R
echtsvergleichende G

esellschaften in 
D

eutschland, (A
rbeiten zur R

echtsvergleichung, B
d. 

163), Baden-Baden 1994, S. 32ff.; D
ers., W

egbereiter der 
Rechtsvergleichung: D

ie Internationale V
ereinigung für 

vergleichende Rechtsw
isenschaft und V

olksw
irtschafts-
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lehre, in: Zeitschrift für N
euere Rechtsgeschichte 17 

(1995), S.50-59. 

ま
た
、
石
部
雅
亮
、
前
掲
（
注
５
）、
一
一
七

－
一
一
八
頁
。

（
102
）R-56 (0285-0287/0892): J1, 4-1.

（
103
）R-56 (0564-0572/0892): J1, 4-84.

（
104
）“Shigesiro O

gava, Gefängnisdirektor, Y
okoham

a, z.Zt. 
Berlin, Luisenstr.63”.

（
105
）
小
河
滋
次
郎
の
欧
州
滞
在
に
つ
い
て
は
、
姫
嶋
瑞
穂
『
明
治
監

獄
法
成
立
史
の
研
究
―
―
欧
州
監
獄
制
度
の
導
入
と
条
約
改
正
を

め
ぐ
っ
て
―
―
』（
二
〇
一
一
年　

成
文
堂
）一
八
〇－

一
九
五
頁
、

小
野
修
三
『
監
獄
行
政
官
僚
と
明
治
日
本　

小
河
滋
次
郎
研
究
』

（
二
〇
一
二
年　

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
）
八
頁
。

（
106
）
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
名
簿
と
国
別
名
簿
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

Jahrbuch der internationalen V
ereinigung für 

v
e

rg
le

ich
e

n
d

e
 R

e
ch

tsw
isse

n
sch

a
ft u

n
d 

V
olksw

irtschaftslehre zu Berlin 5 (1902), S. 1338-1364, 
1365-1374. 

ま
た
、
石
部
雅
亮
、
前
掲
（
注
５
）、
一
一
八
頁
。

（
107
）R-56 (0295-0297/0892): J1, 4-7.

（
108
）
消
印
日
付
は
、
一
八
九
八
年
一
〇
月
八
日R-56 (0532-

0533/0892): J1, 4-71

、
一
八
九
八
年
一
一
月
八
日R-56 (0530-

0531/0892): J1, 4-70

、
一
八
九
九
年
一
月
一
七
日R-56 (0534-

0535/0892): J1, 4-72

で
、
い
ず
れ
も
ベ
ル
リ
ン
か
ら
ハ
レ
に
宛

て
て
送
付
さ
れ
て
い
る
。

（
109
）R-57 (0199/0695): J7, 7.

（
110
）R-45 (0543-0551/0808): F16, 32-7.

（
111
）R-57 (0196-0198/0695): J7, 6.

（
112
）R-57 (0048-0049): J6, 39.

（
113
）R-57 (0057-0058/0695): J6, 45.

（
114
）R-57 (0032-0033/0695): J6, 27.

（
115
）R-57 (0050-0051/0695): J6, 40.

（
116
）R-5 (0131/0663): B3, 21.

（
117
）R-5 (0234/0663): B4, 24.

（
118
）R-5 (0203/0663): B4, 14.

（
119
）R-56 (0298/0892): J1, 4-8.

（
120
）R-56 (0374-0375/0892): J1, 4-33.

（
121
）R-56 (0360-0361/0892): J1, 4-28.

（
122
）R-56 (0544-0547/0892): J1, 4-75.

（
123
）R-56 (0358-0359/0892): J1, 4-27.

（
124
）
ド
イ
ツ
に
よ
る
膠
州
湾
占
領
と
植
民
地
化
に
つ
い
て
は
、
浅
田

進
史
『
ド
イ
ツ
統
治
下
の
青
島　

経
済
的
自
由
主
義
と
植
民
地
社

会
秩
序
』（
二
〇
一
一
年　

東
京
大
学
出
版
会
）
三
一－

六
二
頁

を
参
照
。

（
125
）R-56 (0366-0367/0892): J1, 4-30.

（
126
）R-56 (0611-0614): J1, 5-7.

（
127
）R-56 (0354-0355/0892): J1, 4-25, R-56 (0356-0357/0892): 

J1, 4-26,  R-56 (0362-0365/0892): J1, 4-29. 

こ
の
件
に
つ
い
て
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は
三
点
の
切
り
抜
き
が
残
っ
て
お
り
、
か
な
り
強
い
関
心
を
持
っ

て
い
た
ら
し
い
。

（
128
）R-56 (0368-0369/0892): J1, 4-31.

（
129
）R-56 (0370-0373/0892): J1, 4-32.

（
130
）R-56 (0550-0551/0892): J1, 4-77.

（
131
）R-56 (0548-0549/0892): J1, 4-76.

（
132
）R-56 (0306-0313/0892): J1, 4-11.

（
133
）R-56 (0557-0558/0892): J1, 4-80.

（
134
）R-56 (0338-0341/0892): J1, 4-19. 

な
お
、Berliner Lokal-

A
nzeiger

の
一
八
九
八
年
八
月
二
九
日
夕
刊
の
切
り
抜
き
も
あ

る
が
、
こ
の
時
期
、
岡
松
は
既
に
ハ
レ
に
移
っ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
ハ
レ
・
ベ
ル
リ
ン
間
は
近
く
、
岡
松
は
と
き
ど
き

ベ
ル
リ
ン
に
来
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
記
事
で
大
き
く
扱
わ
れ
て

い
る
の
は
、
ロ
シ
ア
皇
帝
ニ
コ
ラ
イ
二
世
に
よ
る
平
和
と
軍
縮
の

た
め
の
国
際
会
議
の
提
唱
と
そ
れ
に
対
す
る
ド
イ
ツ
、イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
な
ど
各
国
の
反
応
で
あ
る
。R-56 (0522-0529/0892): 

J1, 4-69.

（
135
）
和
仁
陽
、
前
掲
（
注
１
）、
七
九
頁
の
評
価
を
参
照
。
そ
こ
に

も
引
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
岡
松
は
、
帰
国
直
後
に
東
京
専
門
学

校
で
行
っ
た
講
演
で
、
ド
イ
ツ
の
大
学
教
育
の
実
際
的
性
格
を
強

調
し
て
い
る
。
岡
松
参
太
郎
「
獨
逸
に
於
け
る
法
律
教
育
」
一
一

頁
以
下
。
こ
の
講
演
に
つ
い
て
は
、
浅
古
弘
「
解
説
」（
注
12
）、

xiv

頁
、お
よ
び
同
「
コ
メ
ン
ト
」（
注12

）、一
〇
五
頁
も
参
照
。

　

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
（
挑
戦
的
萌
芽
研
究　

課
題
番
号
二
三
六
五
二

一
五
二
）
の
助
成
を
得
て
行
っ
た
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


